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午前９時３０分開会 

○委員長（布施文子君） では、皆様おはようございます。新市になりまして初めて

の委員会でございます。本委員会は市民福祉部の所管に属する事項と教育委員会の

所管に属する事項の審議をしてまいります。そういうことからこの名称も教育福祉

委員会と今までは旧美祢市では申しておりましたが、新しく教育民生委員会と名称

も変更になりまして、スタートいたします。環境の問題、健康の問題、福祉の問

題、教育の問題と幅広い審議が必要となりますので、委員の皆様方、どうぞ積極的

なご協力をお願いいたします。委員会を開催いたす前に執行部より訂正事項がござ

いますそうですのでよろしくお願いいたします。兼重部長。 

○総合政策部長（兼重 勇君） 貴重な時間を大変失礼します。私、総合政策部長の

兼重でございます。私どもの所管しておりますＭＹＴの放送でございますが、６月

１４日に一般質問の経過を放送しております最中、過去の放送が流れまして、市民

の皆さんより大変お叱りをいただいたわけでございます。視聴者の皆様並びに関係

者の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫をいたします。 

  今後ともこのようなことがないよう、放送には細心の注意をはらいたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（布施文子君） それではご退席をお願いいたします。それでは改めまし

て、只今より教育民生委員会を開会いたします。 

先の本会議におきまして本委員会に付託をされました議案１１件につきまして審

査いたします。市長さん、何かございませんか。 

○市長（村田弘司君） 本日はよろしくお願いいたします。今回は委員会でございま

すので、委員さん方のご議論の場でございます。私は市長といたしまして、なるだ

け発言は差し控えさせていただきたいと思います。特段のことがない限り発言は致

しません。ご質問等がございましたら部長、課長、執行部の方のそれぞれの担当の

長がお答えを申し上げます。私の方からは以上でございます。 

○委員長（布施文子君） わかりました。議長さん、何かございませんか。 

○議長（秋山哲朗君） 特にございません。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（布施文子君） それではこれより審査を始めます。 

議案第１号平成２０年度美祢市一般会計予算の本委員会所管事項について審査い

たします。本案につきましては、先の本会議で提案説明がありましたので、特に補
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足する必要のある新規事業、また主な事業等について執行部より説明をお願いいた

します。よろしくお願いします。山根市民課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） それではまず歳出について説明をいたしま

す。予算に関する説明書、１５２ページをお開きください。総務費の戸籍住民基本

台帳費です。これは戸籍及び住民基本台帳事務に係る人件費事務費で特に新規事業

はございません。 

○委員長（布施文子君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは１６２ページ３ページをお開き

をいただきたいと思います。民生費の社会福祉費でございます。社会総務費といた

しまして１億８，５６３万３，０００円計上しております。次のページをお開きい

ただきたいと思いますが、主な事業といたしましては、美祢市の社会福祉協議会運

営補助金として６，７１２万８，０００円を計上しております。主なものにつきま

しては以上でございます。 

  それから１６６ページをお開きいただきたいと思います。民生児童委員活動事業

費といたしまして、１，１７４万９，０００円計上しております。現在旧一市二町

合わせまして、民生委員さん１０６名いらっしゃいます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） それでは障害福祉費の主な事業といたし

まして障害者福祉経費において福祉タクシー助成事業扶助として１，０１５万円を

計上しております。対象者は身体障害者手帳１、２、３級及び療育手帳の交付を受

けられた方となります。次に障害者自立支援給付事業において、平成２０年７月か

ら利用者負担の見直しが行われるための電算システム変更委託料といたしまして、

２２５万円を計上しております。それから自立支援医療費扶助として２，３９２万

７，０００円、これは人工透析治療、心臓手術、人工関節弛緩手術等への厚生医療

に対する医療費の公費扶助となります。次に介護訓練等扶助として、３億２，４８

７万５，０００円、これは障害者自立支援法に基づく介護給付訓練等給付事業で

す。次に地域生活支援におきましては、相談支援機能強化事業委託料といたしまし

て、２２５万８，０００円です。これは障害者の日常生活サービス医療等の相談支

援事業です。１６８、１６９ページをお開きください。地域活動支援センター事業

委託料として２，６７０万円を計上しております。これは障害者がその能力及び適
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性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう地域の特性や利

用者の状況に応じた支援事業です。作業所等に委託をしております。次にことばの

教室運営事業ですが、３６９万６，０００円です。これは言語発達遅滞児に対する

言語療法による療育事業です。次に特別障害者手当等給付事業として、９１９万

１，０００円を計上しております。１７１ページをお開きください。次に老人福祉

費です。老人福祉経費は高齢者の福祉の向上のための経費となりますが、うち老人

医療事業特別会計繰出金といたしまして、６，５４１万７，０００円、それから介

護保険事業特別会計繰出金として、４億２，８１６万５，０００円を計上しており

ます。老人保護措置経費につきましては、老人保護措置委託料２，９７４万８，０

００円を計上しております。これは養護老人ホーム、山口市にあります秋楽園、下

関市の春光苑への措置委託料となります。次に生きがい対策事業といたしまして、

２，８４１万円、報償金、これは敬老祝金ですが８０歳、８８歳、９０歳、９９歳

の節目の年齢及び１００歳以上の方に対する祝い金で１，２５４万円を計上してお

ります。また敬老会開催委託料といたしまして１，２５１万５，０００円を計上し

ております。老人クラブ連合会育成補助金として、１０１万７，０００円、老人ク

ラブ単位会育成補助金といたしまして、２００万３，０００円を計上しておりま

す。現在クラブは４３クラブ、会員は２，３５０人となっております。社会福祉施

設整備費補助事業といたしまして２２０万円、５施設に補助をしております。 

  １７２、１７３ページをお開きください。生きがい活動支援通所事業９６０万円

です。自立認定者に対するデイサービス事業を行っております。次に緊急通報装置

整備事業４４２万９，０００円です。これは日常生活上、注意を要する高齢者宅に

緊急通報装置を設置いたしまして、自立した生活を援助する事業で３１５台を設置

しております。 

○委員長（布施文子君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは引き続きまして、福祉医療助成

事業費についてご説明をいたします。福祉医療助成事業費といたしまして２億３，

００８万１，０００円計上しております。ちなみに４月１日現在でございますが、

重度身障者１，０８７名、乳幼児８９９名、母子家庭分２７２名の受給者がござい

ます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 山田高齢障害課長。 
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○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 次に老人福祉施設費です。共楽荘運営事

業といたしまして６，５６５万６，０００円を計上しております。現在４９名の方

が入所されております。１７４、１７５ページをお開きください。このうち施設整

備工事費といたしまして、１４１万１，０００円を計上しております。これは屋上

手すりの老朽化に伴う補修工事、空調設備、故障に伴います補修工事等を計画して

おります。次に一番下段になりますが、秋楽園組合運営事業といたしまして、養護

老人ホーム秋楽園組合負担金１，０８４万６，０００円を計上しております。これ

は山口市及び美祢市で構成する一事務組合への負担金です。 

○委員長（布施文子君） 山根市民課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） 同じページの国民年金費でございます。国民

年金費については、国民年金に係る窓口事務の人件費及び事務費で特に新規事業は

ございません。 

○委員長（布施文子君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは人権対策費につきましてご説明

いたします。総額３３５万１，０００円計上しております。新規事業については別

にございません。 

○委員長（布施文子君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 老人福祉センター費です。老人福祉セン

ター運営管理経費といたしまして、４０８万円を計上しております。管理運営委託

料は指定管理者である美祢市社会福祉会福祉協議会への委託料となります。 

  次に、１７８、１７９ページをお開きください。最後になりますが高齢者コミュ

ニティーセンター管理経費のうち指定管理委託料につきましては指定管理者美祢社

会福祉協議会への委託料となります。以上で説明を終わります。 

○委員長（布施文子君） 山根市民課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） 続きまして、１８０ページをお開きくださ

い。国民健康保険費です。これは国保会計への一般会計からの繰出金でございま

す。続きまして、後期高齢者医療費でございます。この予算を説明する前に今皆様

の机の上にお配りしております厚生労働省が作成しました平成２０年４月から後期

高齢者医療制度が始まりますこのパンフレットをご覧ください。お開きいただきま

して左側に後期高齢者医療制度の仕組みというところをご覧いただきたいと思いま
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す。この予算の説明の中で財源の問題とか出てきますので、まずこれについて説明

をさせていただきます。運営主体は全市町村が加入する広域連合とありますが、各

都道府県単位で広域連合が設立され基本的には広域連合が後期高齢者に関する事務

を行うことになりますが、市町村においては各種届書の受付等の窓口事務と保険料

の徴収を行うことになります。財源についてなんですが、仕組みのところをご覧い

ただきたいと思いますが、右側に患者負担とありますが、それを除いた費用の５割

を公費で負担することになります。そのうち国が６分の４、県が６分の１、市町村

が６分の１を負担します。これはこれまでの老人医療制度と変わりありません。そ

の下に各医療保険者が支出する広域連合に対する支援金というのがあります。これ

までの老人医療制度においても老人保健拠出金として各市町村に５割を負担してお

りましたが、この中に保険料も含まれておりました。後期高齢者医療制度では費用

の１割を保険料として高齢者が負担することになり平成２０年度及び２１年度に医

療費を推計してそれをもとに各広域連合において保険料が定められております。財

政の仕組みは、概略は以上なんですが、すみません予算書に戻ります。１８０ペー

ジの後期高齢者医療費でございます。市の予算といたしましては、一般会計と、あ

と後ほど特別会計というのが出てきます。その二つに分かれておりまして、この予

算編成の方法については山口県後期高齢者医療広域連合の指示によるものでござい

ます。このうち一般会計については、総額４億６，４９３万円を計上しておりま

す。療養給付費負担金に先程説明いたしました広域連合に対する市町村分の公費負

担３億５，７４７万円でございます。事務費等負担金は広域連合の医療給付事務以

外の経費に係る市町の負担金で２２３万５，０００円となっております。 

  続いて、はり・きゅう施術負担金については、これは広域連合とは関係ございま

せんで、本市独自の事業です。これまで国保会計の方ではり・きゅう助成事業を行

っておりましたが、後期高齢者医療制度の創設に伴い、これまで国保に加入してい

た７５歳以上の方がはり・きゅう助成事業を受けられなくなるために新規に創設し

た事業でございます。予算額は３３万円で助成内容はこれまでの国保のはり・きゅ

う助成事業と同様でございます。事務費等繰出金は後期高齢者医療事業特別会計へ

の繰出金で１，７９３万６，０００円となっております。特別会計の人件費事務費

及び広域連合の医療給付事務に係る経費となっております。保険基盤安定繰出金に

ついては後期高齢者医療制度においても国保制度と同様に低所得者に対して保険料
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を７割、５割、２割軽減する制度が設けられておりまして、軽減した保険料を公費

で負担することになっております。これに要する予算８，６９５万９，０００円で

ございます。以上です。 

○委員長（布施文子君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは児童福祉費についてご説明をい

たします。１８２ページをお開きいただきたいと思います。まず主な事業でござい

ますが、児童クラブの運営事業といたしまして、２，０３３万４，０００円、これ

は現在六つの児童クラブでございます。続きまして、地域児童健全育成事業でござ

いますが、これは母親クラブの育成になるわけでございますが、２０７万９，００

０円計上しております。続きまして延長保育の事業でございます。１，７１９万

６，０００円の計上でございます。続きまして、児童措置費でございますが、私立

保育園保育委託事業といたしまして、２億２，８９６万７，０００円、続きまして

児童手当支給事業といたしまして、１億８，５３１万５，０００円の計上でござい

ます。ちなみにここに書いてございますが、５月１日現在で被用者の児童手当が３

８９人、非被用者の児童手当が８１人、特例給付が３人、被用者の小学校終了前が

１，３８３人、非被用者の分が３０２名でございます。続きまして、１８４、１８

５ページをお開きいただきたいと思います。母子福祉費でございますが、児童扶養

手当といたしまして６，７５４万３，０００円の計上でございます。現在１６３名

でございます。続きまして、児童福祉施設費でございますが、公立保育園運営経費

といたしまして、１億２，３１９万６，０００円の計上でございます。 

  次のページをお開きいただきたいと思います。真ん中あたりに施設整備工事とい

うことで１４３万１，０００円の計上しておりますが、これは赤郷及び真長田の保

育園の整備工事でございます。続きまして、１８８、１８９ページをお開きいただ

きたいと思います。生活保護費でございますが、総務費につきましては事務費等で

ございます。次の１９０ページ１９１ページをお開きいただきたいと思います。扶

助費といたしまして、生活保護扶助費２億３，４３５万円の計上でございます。現

在旧一市二町合わせまして、１００世帯、１３０名の受給者がございます。続きま

して、災害救助費でございますが、総額２１万円の計上でございます。以上でござ

います。 

○委員長（布施文子君） 佐伯健康増進課長。 
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○市民福祉部健康増進課長（佐伯由美子君） 衛生費・保健衛生費でございます。１

９３ページをお開きください。保健衛生総務費の主なものといたしましては、休日

及び夜間における地域住民の救急患者の医療の確保を図るため一次救急医療体制に

つきましては、在宅当番業務を美祢市医師会及び美祢郡医師会に委託しておりま

す。また二次救急医療体制につきましては、住民の利便性を考慮し、旧美東町・秋

芳町は山口地区、旧美祢市は宇部・小野田地区に属し、広域救急医療事業の運営費

を負担しております。合わせて救急医療経費として１，１３２万１，０００円を計

上しております。次に予防費でございますが、主なものは予防接種法に基づき、乳

幼児及び高齢者の予防接種等予防経費として５，３１３万４，０００円を計上して

おります。今年度から新たに国の麻疹排除計画、はしかのことですが、はしかの予

防接種を中学校１年生及び高校３年生の者に対し実施しております。次に１９４ペ

ージ、１９５ページをお開きください。胃がん検診、子宮がん検診、大腸がん検診

等、胃がん検診事業に６，４２３万５，０００円を計上しております。続きまし

て、１９６ページ、１９７ページをお開きください。母子衛生費でございますが、

主なものは１箇月、３箇月、７箇月児の乳児健康診査事業に４０３万円、妊婦健康

診査事業として６０９万円を計上しております。この妊婦健康診査事業につきまし

ては県内の医療機関に委託して実施しておりますが、昨年度まで一市二町とも２回

の公費負担を行っておりましたが、今年度から５回に拡充しておるところでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 引き続きまして生活環境課所管の予算に

つきましてご説明をいたします。誠に申し訳ございませんが、予算書の１９３ペー

ジにお戻りください。目、保健衛生総務費の細目の保健衛生総務経費でございま

す。この中の未給水地区飲料水水源確保事業補助金でございますが、これは上水

道、簡易水道等の未整備な給水地区におきます飲料水の不足を解消するため飲料水

の確保のためのボーリングの事業費の３分の１、１戸当たり３０万円を限度としま

して、補助いたすものでございます。予算におきまして、１０件、３００万円を計

上いたしております。次に１９８ページをお開きください。目、６火葬場費でござ

います。美祢市斎場ゆうすげ苑の運営経費として１，５０２万１，０００円、旧美

祢郡環境衛生組合で管理運営を行っておりました船窪山斎場運営経費として１，１
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０８万円を計上しており、ゆうすげ苑につきましては１８年度より指定管理者、有

限会社小松におきまして運営委託を行っており、今年３年目となっております。本

年更新手続等要することから審査委員の報酬を計上いたしております。次に２００

ページ、２０１ページをお開きください。目、７環境保全費でございますが、市民

の快適な生活環境を確保するための経費として、環境保全経費５６３万３，０００

円を計上しております。主なものといたしましては、１９９７年の温室効果ガス削

減対策として採択の京都議定書の発効を受けまして本市におきましてもゴミの排出

削減にむけました循環型のまちづくりの形成や削減への意識の醸成を図っていくた

め地域温暖化協議会を設置を予定しております。これにかかります経費として報酬

として１５万円を予算計上いたしております。また調査・研究委託料といたしまし

て、４４２万９，０００円の計上のうち大嶺町麦川地区の旧山陽無煙関連坑内水に

かかります悪臭の調査費といたしまして、昨年度に引き続きまして美祢斜坑流出水

環境調査委託料３００万円を予算計上いたしております。以上です。 

○委員長（布施文子君） 佐伯健康増進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（佐伯由美子君） 続きまして保健センター費でございま

すが、これは美祢市保健センター、美東保健福祉センター、秋芳保健センターの維

持管理費に係る経費として６６０万９，０００円を計上しております。以上でござ

います。 

○委員長（布施文子君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 続きまして２０２ページ、３ページをお

開きください。目１の清掃総務費でございます。２０４ページ、２０５ページでご

ざいますが、目の清掃総務費の中で廃棄物減量等推進協議会と廃棄物清掃に関しま

す予算として清掃総務経費３，３１８万１，０００円を計上しております。主なも

のといたしましては、２０５ページでございますが、下水道農業集落排水等の計画

区域外の地区におきます生活環境の改善と公共下水の水質保全を目的としました合

併浄化槽の設置整備事業に対する補助金として３，２４３万４，０００円を計上い

たしております。国・県それぞれ３分の１の負担となっておりまして、５人槽、７

人槽、１０人槽合わせまして８０基を予算計上いたしております。次に２０４ペー

ジの目の２塵芥処理費でございます。これにつきましてはごみ袋運搬委託料等の塵

芥処理経費といたしまして１億５４８万７，０００円を、旧一市二町地区組合で運
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営しておりましたカルストクリーンセンター管理運営経費として１億３，７４０万

２，０００円、またリサイクルセンターの管理運営経費として２，４３３万５，０

００円を、旧美祢市・美東町の最終処分場の運営経費といたしまして１，７４３万

円を、また２０９ページでございますが、旧秋芳町の不燃物保管施設の経費として

１，１２８万８，０００円、それぞれ予算計上いたしております。主な事業でござ

いますが、塵芥処理経費では新市における一般廃棄物の基本計画の策定のため一般

廃棄物基本計画策定業務といたしまして４２０万９，０００円を計上いたしており

ます。またリサイクルセンターの管理運営費、最終処分場の運営経費では大嶺町奥

分奥畑にございます施設につきまして本年度から指定管理者、有限会社美祢環境ク

リーンに業務委託を実施することから、それぞれ２，１１３万６，０００円と７０

４万６，０００円を指定管理者の委託料として予算計上いたしております。 

  最後でございますが、２０８ページでございます。旧一市二町地区組合で運営し

ておりました衛生センターにつきまして、目３し尿処理費として８，４７１万１，

０００円を予算計上いたしております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 杉原社会教育課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） それでは予算の２１２ページと２１３ページを

お開きください。労働費の中の勤労青少年ホーム費でございます。こちらの方は勤

労青少年ホーム管理運営経費であります。施設の利用者の交流及び施設運営経費と

して上がっております。こちらにつきましては、一部の事業が削減されております

ので若干予算が下がっておりますが、例年どおりの予算となっております。以上で

す。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） それではすみません。２７２ページ、２７３ペー

ジをお開き願いたいと思います。まず教育総務費・教育委員会費でございます。教

育委員会経費につきましては、これは特別に変わったところはございません。例年

どおりでございます。次に、事務局費でございます。事務局経費につきましても、

２７３ページは特に変わったところはございません。１枚めくっていただきまし

て、２７５ページでございますが、上から１３行目でございます。派遣主事給与負

担金２，６２１万円ほど計上いたしております。これにつきましては社会教育派遣

主事の５名分の給与の負担金でございます。 
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○委員長（布施文子君） 田中学校教育課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） ２７４ページ、２７５ページでございます。指

導費の指導経費の中にあります一番下の指導力向上推進事業委託料でございます。

２９万９，０００円となっておりまして、平成１７年度から教職員の授業力向上の

ために行ってる事業でございます。それ以外は変わったところはございません。 

  次に２７６ページ、２７７ページでございます。そこの００４番の学校評価改善

事業でございます。平成１８年度、１９年度に２年間文科省の指定を受けまして学

校評価を行ってまいりました。本年度は指定がございませんが、市単独で学校評価

の改善事業を１５万３，０００円で行うというふうに予定をしておるものでござい

ます。次に５番目の外国青年英語指導事業費でございます。００１番の外国青年英

語指導事業費、ＡＬＴが現在３名おります。この３名の費用で１，０９２万２，０

００円となっております。これも変更はございません。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） すみませんちょっと戻りますが、同じページでご

ざいますが、高等学校費の負担金、補助及び交付金、教育振興経費の中の私学振興

補助金でございます。これにつきましては私立成進高校の運営費補助金ということ

でございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 田中学校教育課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） ５番目の外国青年は先程ご説明申し上げました

とおりでございます。大変失礼しました。以上です。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） それでは続きまして２７８ページ、２７９ページ

でございます。小学校管理費でございますが、内容的にはですね、特別に変わった

ところは、２７９ページにはございません。１枚めくっていただきまして、２８１

ページでございます。スクールバス運行経費でございます。これにつきましては、

伊佐小学校と旧美東町ですが、大田小学校のスクールバスの運営経費でございま

す。そういうことで運転業務の委託料ということで３１７万２，０００円を計上し

ております。続きまして教育振興費でございます。教育総務の関係は特にございま

せん。 

○委員長（布施文子君） 田中学校教育課長。 
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○教委学校教育課長（田中円城君） 教育振興費の小学校費の教育振興費でございま

す。ずーとございますが、変わっておりますところは真ん中の下側にあります美祢

市小中学校連携事業１校１万の２２校分の２２万という経費をお願いをしておりま

す。これは新規事業でございまして、小中学校の滑らかな連携を図りたいと思って

ます。学力面、生徒指導面、学校行事面で連携を図っていただくための協議の場を

持っていただくということで予算化しております。その下側にありますように特別

支援教育サポート事業、これも新規事業でございます。１１万２，０００円、これ

まで諸団体さんから学校の特別支援学級の児童生徒に補助がございましたが、本年

度からなくなりました。その関係で市の方から特別支援学級の児童に対する補助費

としまして１１万２，０００円としております。そのずーっと下側までは変更ござ

いませんが、００２番の特別支援学級支援事業、これは大田小学校の特別支援学級

に介助員を配置しているための費用でございます。８６万３，０００円となってお

ります。次の２８４ページ、２８５ページをお開けください。小学校費の００３番

やまぐち学校教育支援員活用促進事業、これは小学校１年から４年生までの通常学

級へ補助教員を配置するものでございます。現在大嶺小学校２名、伊佐小学校１

名、大田小学校１名の計４名配置しているものでございまして、これに伴う非常勤

の賃金が４５４万５，０００円となっております。この費用につきましては、県が

２分の１、市が２分の１の負担というふうになっております。次の００４番就学援

助事業でございます。就学援助費につきましては要保護の児童への補助金でござい

ます。５月末現在で１４２名の該当者というふうになっております。次の００５番

通学費補助事業でございますが、１２６万４，０００円となっております。これは

遠距離通学、通学困難区から通ってきます児童への補助金でございます。その次の

００６番の小学校英語活動事業、これは市単独の事業でございます。平成２３年度

から小学校の英語活動、英語授業が始まります。その前段階としまして小学校の英

語活動の推進のために非常勤を配置するものでございまして、１４０万というふう

になっております。次の００７番英語活動等国際理解活動推進事業は文部科学省の

指定でございまして、大嶺小学校、麦川小学校が１３０万の費用で活動行うもので

ございます。その次の００８番の社会科副読本事業、これは新規でございますが、

新市になりまして、小学校３年生の社会副読本必要になりましたので、その制作の

ために２４４万４，０００円の費用となっております。以上でございます。 
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○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） それでは次の学校施設整備費でございます。これ

の施設工事費が１，０８０万円でございます。これにつきましては、例年どおりと

いうことでございますが、１１校からこのたび要望が出ております。以上でござい

ます。そして続きまして、中学校費の学校管理費でございます。これにつきまして

も教育総務関係は特段に変わったとこはございません。 

○委員長（布施文子君） 田中学校教育課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 中学校費の教育振興費２８６ページ、２８７ペ

ージでございます。教育振興経費でございますが、２８７ページにつきましては、

例年と変わっておりません。２８８ページ、２８９ページをお開けください。中学

校費につきましては、ほとんど変更はございませんが、新規事業としまして真ん中

から下の辺にあります美祢市小中学校連携事業、先程小学校と同じように１校１万

円の８万円で小中学校の連携事業の会議費としまして予算計上してるものでござい

ます。次に２９０ページ、２９１ページをお開けください。２９１ページの一番上

にあります００２番のやまぐち学校教育支援員活用促進事業でございますが、対象

は大嶺中学校でございます。大嶺中が３５人学級化を行っておりまして、そのため

の非常勤の賃金でございます。これにつきましても県が２分の１、市が２分の１の

事業となっております。００３番不登校生徒支援事業、これは昨年と変わっており

ません。次の４番の特別支援学級支援事業につきましては、これは伊佐中学校と秋

芳北中学校に介助員特別支援学級の生徒に対しまして介助員を配置しておるための

その賃金でございます。５番目の就学援助事業につきましては、小学校と同じよう

に就学援助を行っております。５月末現在で７０名の者が今対象となっておるとこ

ろでございます。６番目の遠距離通学費補助事業につきましては小学校と同じ状況

でございます。００７番の問題を抱える子ども等の自立支援事業につきましてはこ

れは指導員の配置を県から受けております県の補助事業ございます。１００万２，

０００円となっています。その次の８番目の地域ぐるみの学校安全体制整備推進事

業委託料につきましても県の補助事業でございまして、本年度は厚保地区と豊田前

地区の指定を受けまして小中学生の安全な学校安全体制の整備を図ろうというふう

に考えておるものでございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 
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○教委事務局長（國舛八千雄君） それでは次の学校施設整備費でございます。これ

につきましては施設工事費で６５０万ですか、これにつきましては例年どおりでご

ざいますが、７校の学校から要望が出されております。それとその下の幼稚園費で

ございます。幼稚園経費の中の幼稚園就園奨励費補助金１，６００万円ほど計上い

たしております。そしてその下の私立幼稚園障害児教育費補助金１９万６，０００

円、幼児教育振興補助金、これが２４４万８，０００円でございます。以上でござ

います。 

○委員長（布施文子君） はい、杉原社会教育課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） 教育費・社会教育費・社会教育総務費、２９２

ページ、２９３ページをお開きください。２９３ページの００３番一番下になりま

すが、子ども交流事業助成金というのがございます。こちらの方はですね、以前秋

芳町で行われておりました交流事業を美祢市で引き継ぐものであります。交流事業

といたしましては山梨市の方に訪問する形になっておりまして、主に小学校５・６

年生を中心とした派遣になっております。山梨市の派遣というのはこちらの秋吉台

の地質学の研究に功労のありました故小沢博士の生れた土地ということで縁があり

ますので、そちらを訪問することになっております。続きまして２４４ページ、２

９５ページをお開きください。こちらの方は００８番、一番下になりますが、成人

式運営経費、こちらの方は合併するまではそれぞれの土地で成人式を行われており

ましたが、今年度につきましては、美祢市市民会館の１箇所で成人式を行うことに

なっております。現在のところ対象の成人になられる方は３２２名というふうにな

っております。続きまして２９６ページ、２９７ページをお開きください。こちら

の方の０１０、ちょうど真ん中になりますが、放課後子ども教室運営事業でありま

す。こちらの方は放課後の子どもたちの居場所を作ろうということで地域の力を利

用しまして、事業を行います。教室といたしましては市内１６箇所、それと小学校

区を対象としておりますので全部で２２の小学校区で運営いたします。これにつき

ましては５８１万４，０００円が費用となっておりますが、予算となっております

が、そのうちの３分の２が県の補助となっております。続きまして０１１番、一番

下秋吉台国際芸術村運営費でございます。こちらにつきましては秋芳町にございま

す秋吉台国際芸術村の運営委託経費でございます。指定管理者といたしましては財

団法人山口県文化振興財団の方にお願いしておりまして、平成１８年度より平成２
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２年度までの５年間となっております。これにつきまして本年度の美祢市の予算と

しましては２，９２０万８，０００円、それと県の方もこちらの方に支出しており

ますので県の方は１億６，３８３万５，０００円というふうになっております。５

年間の管理委託契約になっております。続きまして公民館費に移ります。公民館経

費につきましては、市内１３館、旧美祢市が５館ですね、それと秋芳町４館、美東

町４館というふうになっております。これにつきましてはそれぞれの館の経費を合

わせたものとなっておりますので、特に変わったところはございません。続きまし

て、３００ページ、３０１ページをお開きください。こちらの方は図書館費でござ

います。これにつきましては図書館が現在美祢市には美祢図書館、美東図書館、秋

芳図書館の３館ございます。それぞれの経費となっております。これにつきまして

も特に変わりはございません。続きまして３０４ページ、３０５ページをお開きく

ださい。こちらの方の市民会館費でございます。これにつきまして今年度につきま

しては大きな改修等もございませんので例年どおりの予算になっております。以上

です。 

○委員長（布施文子君） 池田文化財保護課長。 

○教委文化財保護課長（池田善文君） ３０４ページをお願いします。文化財保護費

で１億１，６３７万５，０００円を計上しております。新規事業の大きなものをご

説明申し上げます。３０７ページでございます。右側の上から９行目になります。

印刷製本費ですが８７万円を計上しておりますけれども、このうち６０万円を美祢

市の文化財マップを作成して一般市民に配布する予定であります。一市二町が合併

いたしまして、旧一市二町の文化財が新市に引き継がれたわけでありますけれど

も、これは新しい市民の共有の財産ということで早くそれを認識していただき、そ

して各地域の実情も把握していただければというものでございます。次に３０７ペ

ージの下から４行目、長登銅山文化交流館事業費でございます。これにつきまして

は別冊でお手元の方に資料を配布しておりますんで、それをかいつまんでご説明を

申し上げます。まず資料が２冊綴じになっておりまして、１部参考資料、長登銅山

跡調査整備の経過、これは参考で読んでいただければと思います。もう１点、農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金事業、長登銅山文化交流館について、これをか

いつまんでご説明を申し上げます。まず経緯でありますが、旧美東町では平成５年

頃から過疎地域の計画に計上しておりました。なかなか進まなかったわけでありま
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すけれども、平成１９年に県と相談いたしまして、新たに施策ができました農山漁

村活性化プロジェクト支援交付金事業に申請いたしました。昨年の１２月に旧美東

町議会で計画が議決されました。２０年１月から設計、そしてこの４月には２０年

度の割り当て内示がきております。事業の名称でございますが、これは農林水産省

の補助事業でございまして、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金といいます。

事業区分、事業名、事業メニューとありますけれども施設の名称が長登銅山文化交

流館でございます。事業目的としてそこに５点掲げておりますけれども大きく過疎

対策として交流人口の増大を図ることを目的としております。現在旧美東町地域に

は２３万人の観光の交流があるわけでありますけれども、これを２１年度には２５

万人へという目標でございます。その他秋吉台エコツーリズム等連携して秋吉台観

光の東の拠点になればという目的もございます。 

  ２枚目をお願いします。具体的な交流館の活動目的をそこに掲げております。先

程申し上げましたように最低１万人以上の利用を目的としております。それから４

の事業費の内訳でありますけれども、本体工事が９，１３６万円、それから展示の

模型、映像等の制作委託費が１，１８２万円、備品購入費が４４２万円、管理委託

料として２５０万円、事務費・給料として１０７万円で合計が１億１，１１７万円

の事業費でございます。歳入の方は国庫補助金が２分の１の５，５５８万５，００

０円、それから教育債として４，７２０万円を見込んでおります。一般財源の持ち

出しが８３８万５，０００円と、合計が１億１，１１７万円ということになってお

ります。以上長登銅山文化交流館の概要でございます。 

  次に、３０８ページ、３０９ページをお願いいたします。歴史民俗資料館、例年

と変わっておりません。次に３１０、３１１ページ、化石館の運営も例年どおりで

ございます。長登銅山跡資料館も例年どおりでございます。３１２、３１３ページ

をお願いします。秋吉台科学博物館費でありますけれども、おおむね例年どおりで

ありますが、３１３ページの下から５行目、秋吉台お花畑プロジェクト委託料とい

うのがございます。これは新規事業で要は秋吉台上の草原を刈ってその後どういう

ふうに草原が変化するかという、そういう調査実験を行うものでありまして、これ

に２３万２，０００円を計上しております。次に３１４、３１５ページをお願いし

ます。３１５ページの一番上の行でありますが、施設整備工事で８４万円、これは

秋吉台科学博物館の非常階段が大変老朽化して大変危ないというので、これの改修
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工事で計上しております。以上であります。 

○委員長（布施文子君） 杉原社会教育課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） 同じく３１４ページ、３１５ページでございま

す。生涯学習まちづくり推進事業費ということで、３１５ページの００２番を見て

ください。市民大学講座運営事業でございます。これにつきましては、７月１０

日、７月２５日にそれぞれ講師を呼んでおります。７月１０日につきましては、愛

川欣也さん。２５日につきましては草野満代さんという方を呼びまして、こちらに

対する市民大学講座の開催委託料といたしまして、３００万円を載せております。

３２５万８，０００円のうちほとんどが委託料という形になっております。 

  続きまして次のページをお開けください。３１６ページ、３１７ページでござい

ます。花づくり推進事業でございます。こちらの花づくり推進事業につきまして

は、ほとんどが人件費とあと原材料とか花づくり推進委託料などになっておりま

す。これにつきまして市民総社会参加活動ということで春と秋に２回ほど花を植え

たりする形もありますし、市内の各花壇につきまして花を植えていくという事業で

ございます。続きまして美東センター費でございます。美東センター費につきまし

ては特に例年と変更はございません。次のページをお開きください。３１８ペー

ジ、３１９ページでございます。来福センター費でございます。こちらの方も来福

センター費につきましては、経費等につきましては例年どおりで特段変更ございま

せん。以上です。 

○委員長（布施文子君） 杉本体育振興課長。 

○教委体育振興課長（杉本伊佐雄君） それでは保健体育費についてご説明をいたし

ます。まず保健体育総務費でございますが、１，２５９万１，０００円、変更した

ものといいますと体育指導員報酬２１０万円、旧一市二町のそれぞれの指導員さん

の定数、美祢市１４、美東８、秋芳６名、合計の２８名が定員でございます。１枚

めくっていただきまして３２０、３２１ページでございます。合併に伴いまして、

それぞれの一市二町の方で行事を行っていましたものを体育行事として一本化しま

したものとしまして、まず市民体育祭１０月の体育の日の直近の日曜日に予定して

おります体育協会の方へ委託料として８０万円、それから駅伝につきましても一市

二町それぞれで行っておりましたが、予定としましてはこれを美祢市への方で行う

ということで、場所としましてはマツダの試験場の方で予定しております。１０７
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万円を計上しております。それからマラソンにつきましては、走ろう大会、そして

カルスト高原マラソンとございましたが、観光の方の要望でマラソンにつきまして

は秋吉台カルスト高原マラソン、これを続けていこうということで２２０万円を計

上しております。それから体育施設費でございますが、市民球場経費については変

わっておりません。それから温水プールも変更ございません。一枚めくっていただ

きまして、３２２、３２３ページでございます。プール経費としましては市民プー

ル、秋芳プール合わせたものでございます。総合運動公園も変更はございません。

続きまして３２４、３２５ページでございます。運動広場につきましては伊佐公

園、真長田、大田、赤郷、そして秋芳の青景運動場がございます。それから体育館

経費につきましてはスポーツセンター、美東体育館、秋芳体育館を合わせた経費で

ございます。１枚めくっていただきまして、３２６、３２７ページでございます。

武道館・弓道場・アーチェリー場につきましては変更はございません。以上でござ

います。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） それでは最後になりますが、給食施設費でござい

ます。これにつきましては学校給食の共同調理場の運営費ということでございま

す。そういうことで現在学校給食の共同調理場が市内に８箇所ございます。そして

自校方式の学校も４校ほどあります。内容的にはですね特に変わったとこはござい

ません。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 歳入の説明に入らさせていただきますが、同じ目の

中に課がまたがって入っておりますので、私の方で一括して歳入の説明をさせてい

ただきます。まず歳入の方ですが、９０ページをお開けください。１２款の分担金

及び負担金でございます。民生費負担金といたしまして、社会福祉費負担金５，８

０４万５，０００円、これは養護老人ホームの措置者に対する自己負担金、あるい

は市外から共楽荘が受けております市外受託分の金額、そして下から２番目にあり

ます介護予防ケアプラン事業費負担金というのは介護保険におきまして認定が要支

援となられた方につきましては地域包括支援センターがすべて予防プランを作成し

ております。その経費として介護保険より入ってくる金額となります。 

  次のページになりますが、児童福祉費負担金でございますが、これは児童クラブ
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の利用者、あるいは保育園に通っておられます方の保育料でございます。次に１３

款の使用料及び手数料の使用料でございますが、民生使用料、衛生使用料につきま

しては、右の説明欄にあるそれぞれの施設利用に対する使用料でございます。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） それでは９５ページでございますが、小学校の使

用料、中学校の使用料ということになっておりますが、一応それぞれ屋内運動場、

グラウンド、教室等の使用料でございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 続きまして同じページでございますが、手数料でご

ざいます。総務手数料でございますが、次のページをお開けください。９７ページ

の戸籍住民基本台帳手数料と、これは戸籍あるいは住民票発行手数料でございま

す。２の民生手数料、３の衛生手数料につきましてはそれぞれ説明欄に書いてある

事業に対する手数料となります。次に一番下にあります国庫支出金でございます。

民生費国庫負担金といたしましては、社会福祉費負担金１億９，２６９万５，００

０円、これはほとんどの場合が障害者自立支援給付に対する国庫負担でございま

す。２番の児童福祉費につきましては、これは私立保育園に対する国庫負担、ある

いは下にあります児童手当関係の国庫負担でございます。次のページになります

が、生活保護費負担金であります。生活保護に対する負担でございます。３の衛生

費国庫負担金でございますが、これは老人保健事業に対する負担金となっておりま

す。 

  次に国庫補助金でございます。国庫補助金につきましては、社会福祉費補助金、

これはほとんどの場合が地域生活支援事業という形でやっております事業に対する

補助がほとんどでございます。次の児童福祉費補助金につきましては保育園で実施

しております延長保育、あるいは僻地保育園等の補助金でございます。そして一番

下の生活保護費補助金は適正化に対する補助金というふうになっております。次の

ページでございますが、一番上に衛生費国庫補助金がございます。１，０８１万

１，０００円でございますが、歳出のところで課長の方が説明申し上げましたが、

合併浄化槽の設置に関する国庫補助でございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 池田文化財保護課長。 

○教委文化財保護課長（池田善文君） １０１ページをお願いします。長登銅山文化
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交流館事業の国庫補助金が農林費国庫補助金で入ってまいります。これは農林水産

省の補助金であるため止むを得ないことであります。 

○委員長（布施文子君） 田中学校教育課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 同じく１００ページ、１０１ページをお開けく

ださい。９番目にありますように教育費国庫補助金がございます。５８２万となっ

てます。これは小学校費補助金、就学援助費これは要保護の児童の修学旅行費につ

きましては国の補助となってる関係で１万円、特別支援教育就学奨励費、これは特

別支援学級に在籍します児童に対する補助費としまして国の補助金となっておる関

係でございます。その下の２番目の中学校費補助金の特別支援と就学援助費も同じ

理由でございます。以上です。 

○委員長（布施文子君） 國舛事務局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） すみません幼稚園の就園奨励費でございます。５

３３万３，０００円ほど見ております。これは先程支出のときもご説明をいたしま

したが１，６００万計上させていただいておりましたが、それの３分の１が補助と

いうことでございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 続きまして、国庫委託金でございます。同じページ

でございますが、総務費委託金といたしまして、自衛官募集事務に対する委託金が

ございます。次のページにおきましては、一番上の戸籍住民基本台帳費委託金これ

は外国人登録でございます。民生費委託金につきましては、国民年金の事務を市で

行っております関係からその委託金が５９５万４，０００円、その次の児童福祉費

につきましては特別児童扶養手当取扱事務ということで委託金が入っております。

次に県支出金でございます。２目の民生費県負担金につきまして社会福祉費負担金

といたしまして、右の説明にありますように障害者自立支援給付事業が８，９２７

万４，０００円、保険基盤安定負担金としまして１億３，５７５万５，０００円上

がっておりますが、これは国民健康保険分と後期高齢者保険分合わせた金額となっ

ております。次に児童福祉費負担金につきましては私立保育園、あるいは児童手当

等に対する県の負担金でございます。その下の生活保護につきましては生活保護に

関する県の負担ということで計上いたしております。次の衛生費県負担金でござい

ますが、老人保健事業につきまして県の方が負担をするものでございます。県負担
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金については以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 池田文化財保護課長。 

○教委文化財保護課長（池田善文君） 教育費県負担金でありますが、１０４ペー

ジ、１０５ページをお願いいたします。１０５ページの方で社会教育費負担金、文

化財保護等関係経由事務交付金というのが５万円計上しております。これは国指定

天然記念物等の現状変更に係る事務でございます。以上です。 

○委員長（布施文子君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 続きまして県補助金でございます。民生費県補助金

といたしまして１億２，４１２万７，０００円を計上いたしております。説明欄に

ありますように、それぞれの事業に対する県の補助金ということで、一番大きい金

額でいえば福祉医療助成事業医療費等でございます。９，８２６万９，０００円を

計上いたしております。次のページになりまして、児童福祉費でございますが、こ

れについては児童クラブ等の事業に対する県の補助ということになっております。

３目の衛生費県補助金でございますが、保健衛生費補助金、清掃費補助金でござい

ますが、それぞれ説明欄のとおりでございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 田中学校教育課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 続きまして１０８ページ、１０９ページでござ

います。県支出金の８番目の教育費県補助金でございます。これは１番目の小学校

費補助金につきましては、やまぐち学校教育支援員活用促進事業の特別支援補助教

員の配置に伴う補助金でございます。先程支出でも申し上げたように大嶺小学校２

名、伊佐小学校１名、大田小１名、補助教員を配置している関係で県の方から２分

の１が補助が来ております。これは２２７万２，０００円となっております。それ

から下側の中学校費補助金につきましても同じように大嶺中学校の３年生が３５人

学級化となっております。その関係で非常勤の配置を受けておりまして、県の方か

ら２分の１補助でありまして１８７万６，０００円の歳入となってるところでござ

います。その下の不登校生徒支援事業、これも不登校の生徒に対しまして指導員を

派遣するものでございまして、１７万９，０００円となっております。以上でござ

います。 

○委員長（布施文子君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 続きまして１１０ページ、１１１ページ、次のペー



－22－ 

ジになります。県委託金でございますが、総務費委託金といたしまして、３番目に

あります戸籍住民基本台帳費委託金、これは人口動態調査に対する委託金でありま

す。次に民生費委託金でございますが、児童福祉費委託金につきましては、母子自

立支援員が母子福祉資金貸付事務を県から委託を受けてやっております。その委託

金でございます。次の社会福祉費委託金につきましては、人権の花運動委託金とい

うことになっております。以上です。 

○委員長（布施文子君） 杉原社会教育課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） 申し訳ありません。戻っていただきまして１０

８ページ、１０９ページになります。こちらの方の教育費県補助金の中のですね、

３番目にあたります社会教育費補助金という所でございます。こちらの方では人権

教育の関係で三つの補助金が出ております。それと先程説明しました放課後子ども

教室運営事業といたしまして、全額で５８１万４，０００円のうちの３分の２、３

８７万６，０００円の補助をいただいております。以上です。 

○委員長（布施文子君） 田中課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） １１０ページ、１１１ページをお開け下さいま

せ。一番下の段に９番目に教育費委託金がございます。これは小学校の英語活動等

国際化教育の活動に対する補助事業でございまして、１３０万というふうになって

おります。以上でございます。すいません、続きまして１１２ページ、１１３ペー

ジをお開け下さい。一番上の方に問題を抱える子供等の自立支援事業、これは指導

員の配置としまして、１００万円。それから豊かな体験活動推進事業、これは美東

中が指定を受けておりまして、６０万円。そして地域ぐるみの学校安全体制推進事

業につきましては、厚保地区と豊田前地区の指定を受けておりまして、これが２８

０万なっておるところでございます。 

○委員長（布施文子君） 国舛局長。 

○教委事務局長（国舛八千雄君） すみません。１１４ページ、１１５ぺージをお願

い致します。教育費の寄付金でございます。中学校の寄付金ということで２０万ほ

ど収入計上させていただいております。 

○委員長（布施文子君） 阿野部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） １１６ページ、１１７ページをお開きください。こ

こで２０款の諸収入でございますが、貸付金元利収入といたしまして、民生貸付金
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元利収入、これを３８万５，０００円ほど計上いたしておりますが、これは制度自

体はなくなったんですが、償還事務が残っております同和福祉援護資金の償還金で

ございます。続きまして、１１８ページ、１１９ページの方をお開き下さい。諸収

入の中の雑入でございますが、一番下にあります民生雑入といたしまして高額医療

費返還金３，２３３万７，０００円、これは福祉医療制度におきます高額療養費の

各医療保険者からの返還金ということになります。次の保育職員給食費というの

は、保育士が保育園でそれぞれ給食を一緒に食べますので、その分については自己

負担、個人負担ということでこの給食料を徴収をいたしております。次のページで

ございますが、上の方にショートステイその他いろいろと書いてございます。それ

ぞれの説明欄にある通りでございます。衛生雑入につきましてですが、衛生雑入に

つきましては、ほとんどの場合がそれぞれの検診を行った場合の個人負担金、ある

いは予防接種を行った時の個人負担金ということになっています。以上でございま

す。 

○委員長（布施文子君） 国舛局長。 

○教委事務局長（国舛八千雄君） それでは１２２、１２３ページでございます。教

育雑入でございます。その中の教職員の住宅使用料、２８７万円でございます。そ

れと雇用保険の本人負担金ということで、小学校事務あるいは給食調理員さんの保

険料の負担金が４５万９，０００円でございます。それと私用電話ということで７

万円を計上いたしております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 説明終わりましたか。池田課長。 

○教委文化財保護課長（池田善文君） 市債であります。１２４ページ、１２５ペー

ジになります。９番の教育債で社会教育債、地域文化振興施設整備事業債で４,７

２０万円を計上しております。以上であります。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。これで全て説明が終了でござい

ますね。はい、それでは長時間説明をお受けいたしましたのでここで１１時１０分

まで休憩を取りたいと思います。お疲れ様でございました。 

午前１０時５４分休憩 

 

午前１１時１０分再開 

○委員長（布施文子君） それではお揃いのようですから、只今より質疑に入りたい
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と思います。盛り沢山の説明がございました。ご発言をなさいます方はマイクを持

って発言をしていただきたいと思います。平成２０年度美祢市一般会計予算の件に

つきましての質疑をお受けしたいと思います。本案に対する質疑はございません

か。有道委員。 

○委員（有道典広君） 質疑というものではございませんが、わからないところが少

しありますので、沢山ありますけれど、省いて、順番いろいろ、不同ですけれど、

こらえて下さい。先ず初日の一般質問ですか、その時に教育長の方から報告があり

ました学校の耐震工事、一次診断と二次診断等がいろいろと行われておるというけ

ど、こういうご時世ですから、一日も早く耐震工事がなされないと安全が脅かされ

ると思います。その点で実施計画の、いつ実施するかというのがちょっと質問で私

にはわからなかったようですので、一つその実施時期の計画を教えていただきたい

と思います。それと、通学の補助とかいろんな補助費が出ておりますけど、障害児

を持たれておる両親などには、山口とかいろんな所に連れていかなければならない

という家族的な犠牲もたくさん含まれておると思うんですが、そちらの方の援助と

いうか、補助というか、その辺が入っておるのかということと、それと身障者の手

帳が、認定が受けられないと、特に精神薄弱児とかいうのはそういう問題があると

いうことでですね、認定がちょっと受けにくいと、そういう問題もなかなか一朝一

夕にはいかないと思いますけど、一つその辺を教えていただければと思います。そ

れと、老人の緊急通報装置整備委託料、これが３８８万２，０００円って、これは

どこに委託、どのように行われておるのかというのをもっと詳しく教えていただけ

ればと思います。あんまりよけい出すと後で返答に困りますので、とりあえずもう

一度質問しますので、とりあえずそこまで教えていただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（布施文子君） 国舛局長。 

○教委事務局長（国舛八千雄君） それでは有道委員さんの質問にお答えしたいと思

います。耐震の診断結果は第一次診断というのをもう既に３０棟ございましたがで

すね、それは第一次診断は済ましております。それを基にですね耐震計画書という

のを作るようになります。これを早急にこの計画書を作成したいと思っておりま

す。それからですね、その結果を踏まえて第二次診断というのを行います。その第

二次診断か耐力度調査かどちらかを行うようになると思いますが、その結果をもち
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まして工事を、もしその結果が満たしていなければ工事をするということになりま

す。その計画をですね、早急にやりたいというように思って、今進めておるところ

でございます。以上でございます。（発言するものあり）時間ですか。今年度中に

は作成をしたいと思います。はい。 

○委員長（布施文子君） 田中課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 通学援助費及び特別支援学級児童へのですね、

補助でございますが、先ず特別支援学級の援助費につきましては、例えば宇部総合

支援学校、山口総合支援学校、市外の学校に行っている者に対しての補助につきま

しては、その学校の方で手続きを行うと、援助費につきましては手続きを行うと考

えております。次に通学についての援助費でございますが、補助費でございます

が、宇部総合支援学校につきましては美祢までスクールバスが迎えにきますので、

それによっての補助になろうかと思います。山口総合支援学校につきましては、バ

スの送り迎えがございませんので、保護者が送り迎えをしておるという状況でござ

いまして、それにつきましては今のところ補助はしておりません。以上でございま

す。 

○委員（有道典広君） 補助は出せないとかいう返答ではなくて、考えてないと言わ

れましたけれど、考えることはできませんでしょうか。 

○委員長（布施文子君） 田中課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） お答え申し上げます。私共が管轄いしているの

は小中学校に通学します児童への補助でございますので、市外の学校に通っていま

す特別支援学級に対します児童生徒の補助につきましては、福祉の方ではないかと

考えますが、いかがでございましょうか。 

○委員長（布施文子君） はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 福祉の方では今特に通学等については援

助等は行っておりません。療育手帳をお持ちの方であればですね、タクシー券の補

助等はございますが、その他については特にございません。 

○委員長（布施文子君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） 山口と宇部の件が出ましたけど、好きで行くんじゃなくて、

美祢市に無いから行くんですね。その辺も一応美祢市民の福祉、教育か福祉か、該

当がよくわかりませんが、それで苦しんでおられる方もいらっしゃいますので、ご
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検討をお願いしたいと思っております。まっ、今日結論は出ませんでしょうけれ

ど、まっ、その辺を今後とも考慮してぜひとも実現していただければと思います。 

○委員長（布施文子君） はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 先程の緊急通報装置整備事業の件です

が、一応委託といたしまして、シーモスという会社とマリコムという会社に一応シ

ステムの設置を委託をしております。方式といたしましては、センター方式という

ことで集中、そこに連絡をすればそこから警察というか、病院、救急とかに連絡を

してもらえる形、それから転送方式というのがありまして、通報先、委託といたし

まして美東悠々苑、それから青景園の方に委託をしておりまして、連絡がそちらの

方にいって、そこから消防、それから病院等へ連絡されるという方法、二通りを取

っております。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。その他質疑はございませんか。

山本委員。 

○委員（山本昌二君） ページがですね、２９１ページの中学校費の００８番の地域

ぐるみの学校安全体制整備推進事業委託料についてお尋ねしたいと思います。実は

市長さんの提案説明の中にも、１１ページの上の２行目にですね、同じように地域

ぐるみの学校安全体制整備推進事業など教育振興に要する経費というふうに謳って

ありますが、ここで具体的な予算の確保がわかりましたが、先程の説明では厚保と

豊田前でしたですね。大変良いことで、以前於福も地域でね、文科省から指定され

ていたということです。その事業の内容についてはやはり、何ですか、於福の学校

と同じ内容で進められるということで理解しちょって良いわけですね。いいです

か。 

○委員長（布施文子君） はい、田中課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 山本委員さんにお答え申し上げます。昨年於福

地区がこの学校安全体制事業を受けておりました。本年度はご承知の通り、厚保地

区と豊田前地区になっておりまして、内容的には同じもので進めていこうと考えて

おります。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。 

○委員（山本昌二君） わかりました。 

○委員長（布施文子君） その他、質問。河本副委員長。 



－27－ 

○副委員長（河本芳久君） 文化財の保護に関わるものと、芸術村の管理運営、それ

からカルスト湯、この３件についてちょっと質問さしていただきたいと思います。

最初のカルストの湯ですが、１７９ページ、岩永下郷、山露の所にカルストの湯が

ございますが、これの管理費として７３３万９，０００円ですか、計上されてるん

です。これの引き継ぎの中で、新市になっての引き継ぎの中で、今後の運営につい

てということで住民がかなりこう期待をしているところがあると。が、それに対し

てどう対応がなされるのだろうかという、こういう面からお聞きしたいんです。と

いうのは、カルストの湯のスタートは地元の振興会、いわゆる地域振興という面で

地元が１億円の寄付歳入をしてこれはスタートしております。１億円。で、現在運

営はいわゆる福祉サイドで高齢者の入浴という、福祉サイドで管理運営されてお

る。福祉サイドだけではやはりせっかく地域の浄財を寄付歳入したものを期待する

ところのものには少しまだ具体的な策がない。これは秋芳町においてもこの件につ

いてはかなりいろいろ議論されたけれども、具体的な施策にあがっていない。新市

になってこれについてやはりそういう一つの地元は強い要望を持っているが、今後

どういうふうにこれの管理運営に当たられるのか、現状の予算では多分入浴に対す

るサービスということで終わるのではなかろうかと、この予算を見れば、これが一

件。二件目は、２９７ページですか、芸術村の管理運営、文化振興財団に今指定管

理がなされて一応新市としてもこれに対する予算的な措置として管理運営の一部負

担ということになって計上されております。予算額を見ると２，９０２万８，００

０円となってるが、私のこれまでの聞いておるところでは、管理運営費の２割を地

元負担、８割を県が負担して今後管理運営をしていく、その間県の管理から指定管

理に移っている。また、新市に移管していった。この２,９００万円の委託料、こ

れだけで済んでおるのかどうか。というのは、職員派遣、今何名職員派遣されてお

られるのか、これも確認しておきたいんですけれども、その人件費等勘案すると５

千万円以上の経費負担という形になっていくであろう。そういうかなりの負担がこ

ういう施設にかかってくる。いわゆる、まだその他新市にはこういった施設に対す

る負担は他の予算項目の中にも見えますが、とりあえず芸術村に対する管理負担に

ついて見直しというような形、また積極的な活用に対してこれに新市としてどう臨

んでいくか、その辺の所の見通しはいかがなものがあるか。次に文化財に関わっ

て、３３４、３３５ですか。まず最初に予算の立て方でございますが、款項、教育
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費の中に項として、５項の社会教育費にあげられておりますが、教育、小学校費、

中学校費、社会教育費、社会体育費というような形で、それぞれの項がたてられて

いる。しかし文化財保護費については項だてではなく、目の中にたてられておる。

私の言わんとするところは、新市になって文化財保護課というのが設置されたと、

大変な行革の中に思い切ってそういう課の必要性を認識されて課の設置がなされた

と、こう受け止めておる。というのは、秋吉台の、秋芳洞の、国の天然記念物の保

護管理というのが従来から重要な課題となっておる。現状変更に関わっては、これ

は文化財に関わるものは、行政は文部科学省でございますので、教育委員会の所

管。それから国定公園に関わる問題になるとこれは自然保護という形で、県の方に

は保護課の方につながっていく対応になっていく。いわゆる現状変更、その他保護

管理にわたって、特に国宝と言われるような秋吉台、秋芳洞の保護管理は従来から

非常に問題になっとる。現に黄金柱、黄金柱と言いますが、もう白色化している。

黄金色でなくなっておる。それだけ劣化されて、しかも環境の問題が非常に論議さ

れ、そういう面は観光課の、または観光部の所管ではなくして教育委員会の所管事

項になっているんです。そうすると当然これに関わる予算項目があるかと思った

ら、いわゆる保護管理費として１６６万円、報酬として、これは県も職員派遣をや

っている。本年もやっているかどうかわかりませんが、従来県も文化財保護の面か

ら職員派遣をして保護に当たっておる。当然この業務は秋芳町では管理事務所とし

て観光と保護の一元化を図って従来職員体制を作っておりましたけれども、段々縮

小されて、いわゆる清掃等の管理の業務管理は観光、それから保護の面は教育委員

会、博物館等が対応しておる。そうすると、この新市になって文化財保護課という

のが新しくそれだけ重視されてできたにもかかわらず、予算の項目だけに、社会教

育課の中に位置づけられていると。このあたりの設置と実際の予算における対応を

どう考えておられるか、ちょっと私もその辺がよくわからない。併せて保護管理に

対する経費というのがほとんど計上されていない。各項目についてとやかく論ずる

ことはさて置いて、今回は最初に大きなテーマだけを提案して、問題提起して、一

つ私もしっかり認識を深めていかんにゃいけんということで、三点執行部の方にお

尋ねいたします。以上です。 

○委員長（布施文子君） はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） それでは河本委員さんの高齢者施設カル
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ストの湯の今後の管理についてということでございますが、条例の方に一応カルス

トの湯の設置及び管理に関する条例ということで、高齢者及び地域住民の健康増進

及びレクレーションの場を確保し、市民の健康及び福祉の増進を計り、もって地域

の活性化に資するため、高齢者福祉施設を設置するとなっております。先程寄付金

等、最初はということがございましたが、もし地元の方に優遇措置があるかという

ことであれば、ここでは温泉の事業も行っております。その中で入湯料ですか、入

浴の使用料なんですが、市内の方であれば、大人であれば２００円、子供であれば

１００円、ただし岩永下郷地区の方であればその半額というような、一応優遇措置

があるということです。今後の管理についてはその中でカルストの湯運営協議会規

則というのがありまして、協議会を設置することになっております。地元の意見も

聞きながら今後この協議会の中で今のままがいいのか、指定管理者にした方がいい

のか、他に方法があるのか、検討していきたいと考えております。以上です。 

○委員長（布施文子君） それでは、杉原課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） 先程ご質問のありました件についてお答えいた

します。秋吉台国際芸術村運営費でございます。これにつきまして指定管理料とい

たしましては、総額で、５年間になりますが、９億６,８１４万７，０００円にな

ります。このうち県の負担部分が８億２,２１２万、それで市になりますが、１億

４，６０２万７，０００円というふうになっております。それで最初のお話では８

割と２割というお話がございましたが、この指定管理料の中で２億３，８００万に

つきましては、純粋に施設に関する費用というところございますので、それについ

ては県が負担されるという形になっております。従いまして残りました指定管理料

の内、これが７億３,０１４万７，０００円となっております。それを８割と２割

という具合に、美祢と県が分けている形になっております。続きまして、職員の件

でございますが、現在ところ２名の方がいらっしゃいます。それでこの人件費につ

きましては、こちらの管理委託料の中に入っているということになっております。

今後の活用につきましてですが、今まだ様子を聞きながらですね、施設の運営方

法、実績等を兼ね合いまして有効な活用方法を考えております。例えば、向こうの

施設の中で地元が利用した場合の経費の負担とかいう制度もありますので、それを

うまい具合に利用しまして、他の事業にも広げていければと思っております。現在

のところでは検討中のところもございます。以上です。 
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○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。じゃ文化財の、池田課長。 

○教委文化財保護課長（池田善文君） 河本委員さんのご質問にお答えいたします。

先ず文化財保護費の目が社会教育費の項の中にあるということなんでございますけ

れども、１９年度合併協議会の各分科会でそれぞれ煮詰めてまいっておりますけれ

ども、費目の項目につきましてはあまり審議をしておりませんでした。総務部、財

政部会の方でこのあたりは審議されたとは思いますけれども、今後検討すべきかも

わかりません。私としてはなんともお答えのしようがございません。それと２点目

の秋吉台の管理保護の予算でございますが、ご指摘のように秋吉台管理員を一名増

やしまして１６６万６，０００円を計上しております。これは旧美東町に一名おり

ました管理人を更に旧秋芳町地域全体に増やすということで、２名体制にいたしま

して、週３日勤務の、毎日誰かが管理をしているという状況にしております。旧秋

芳町では従来秋吉台管理事務所というのがございまして、そこで管理人さんが巡視

をされておったわけでありますけれども、時勢の流れからこれが秋吉台博物館の学

芸員が兼務となっております。その辺も踏まえましてこれからその秋吉台、貴重な

財産でありますので、これの保護管理に万全を期していきたいというふうに思って

おります。また予算面の方ではありますけれども、観光総合部の方が一応台上のい

ろんな設備面につきましては予算を計上すると、そうふうに申し合わせております

ので、観光総合部と伴にタイアップして協力しながら秋吉台、秋芳洞の保護管理に

これから万全を期していきたいと思っておりますので、何卒ご了承をお願いしたい

というふうに思います。以上です。 

○委員長（布施文子君） 追加の質問、河本副委員長。 

○副委員長（河本芳久君） 再質問し、要望等も出しておきたいと思います。先程の

カルストの湯でございますが、条例では今言うように、福祉事業の一環と形になっ

ているけれども、スタートそれから見直しの検討委員会、かなり地域振興が話題に

上がっておったが、そういう地域振興との関わりで今運営協議会等でこれから出る

可能性もあるし、地元の声としてしっかり、やはり新市に引き継いでおかなくては

いけないので、この辺また運営協議会で十分、条例見直し等について、また効率的

な運営というか、そういった面についてご検討願いたいと、これ要望でございま

す。それから芸術村の件でございましたが、２,９００万の中に二人の人件費が入

った額というような受け止め方でいいんですか。 
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○委員長（布施文子君） はい、杉原課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） 入った額となっております。 

○副委員長（河本芳久君） 人件費。私の今まで、いろいろ協議の中で、記憶違いか

もわかりませんが、いわゆる管理費は別で、いわゆる芸術村の主催事業、支援事

業、文化振興に関する支援事業、それの２割負担というふうに受け止めて、２千数

百万円のというふうな捉え方をしたんだが、ちょっとその辺が違えば、それと折角

そういう施設があって有効に使おうとしても、一つの行事、事業を行えば、数十万

円の、イベント３００人しか指定席がない、だから採算ということになると、１，

５００、２,０００では採算ベースに合わないというのは、中央からいろいろの演

奏者等招聘して事業をおこすと、そういうことで極力使用料等について減免措置を

行ってくれと、こういう申し入れを再三するけど、例えばグランドピアノを一台借

りても５万円の調律料が要る、使用料がまた２万円要るとか、そういうふうに一つ

一つの、椅子、マイク一本についても使用料が加算されていく。そういうことでな

かなかあそこで地元の諸団体が文化団体が活用して、せっかくの施設を有効に利用

して文化振興にはかろうとしても、少しそういう面でネックがあった。そういう面

で新市において積極的な一つそういう地域に開かれた施設ということでこれから協

議に入っていただきたいと、過去はどうであったかちゅうのは、もう変わってるか

もしれません。私も一時期そういったものに関わっていましたので、いろいろ不便

もあったが、いい面もありました。有効な活用ということを是非とも今後とも考え

て欲しいと。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） どうもありがとうございます。先程説明の中で

ちょっと不足でございましたが、秋吉台国際芸術村地域の連携サポート事業という

のがございましたが、地域の高校、学校とか、それとが芸術団体がある場合にはそ

の費用負担を一部するという事業もございますので、そういう面も含めて考えてい

きたいと思います。 

○副委員長（河本芳久君） 文化財のこともう一遍お願いしたいのですが。やはりせ

っかく文化財保護課というそういう一つの位置づけされていれば、是非ともこの存

在についてもう少し予算面からも今後とも改善して欲しいとこれは１点。合わせて

やはり今秋吉台、秋芳洞、特に洞の、またラムサール条約によって地下の水系に特

別な一つの価値を見出し、それの活用、保護ということからすれば、当然特別天然
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記念物の指定区域内のラムサール条約の係わる事項、こういった分野も当然文化財

保護課の業務の一環として対処しなくてはならないんじゃなかろうかと私は受け止

めております。そういった面から当然、開発と保護、相反する面ですが、保護の分

については教育委員会の分野として十分予算措置をし、また対処して欲しいとこれ

は要望でございます。以上です。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 貴重なご意見を頂戴しましたが、重々承知しております。以

上でございます。 

○委員長（布施文子君） 他に質疑はございませんか。大中委員。 

○委員（大中 宏君） 質問は順不同になるとは思いますけど社協に対する助成は人

件費が主になると思いますけど、何人分であるか。水道光熱費がかなり燃料高騰等

でかなり高額になるんじゃないかと思います。これ予算にですね、予算説明では今

までは変わりはないということで、これだけではなしに全体的にひっくるめて言わ

れたんですけど、これが今後大きなウエイトを占めてくると思います。経費節減で

それを切り抜けると言われてもかなり限度があるんではないかと思いますが、これ

は各課に共通するものと思いますけど、この点についてどういうふうな考え方で予

算を立てられたか。それからゴミの問題ですけど、不燃物にしろ、し尿関係にし

ろ、いろんな施設等でかなり先行き不透明な面が多いんじゃないかと思います。こ

れは非常に危惧するわけですけど、リサイクルといいますか、いろんな関係で手は

打ってはおられると思いますけど、これの今後の見通しをこの予算の中にある程度

組み込んで計画を立てられておるかどうかと、またなかには硬質プラスチックとい

うのがあるんですけど、各旧市町で出し方が違うかもしれませんけど、１年、２年

ためておっても美東町の今までの場合は袋に入れて出さんにゃいけんということに

なると、何年たっても袋にいっぱいならんわけです。これのいわゆる回収方法とい

うものもある程度考えていくんじゃなかろうかというふうに思います。学校の施設

管理・修繕、いろんな要望があったと思います。この予算の計上、予算に計上され

てる中で実際に要望があった金額とこの予算に計上された額というのはかなり差が

あると思うんです。これをどの程度の差があるか、また重要な項目としてあげられ

てるものがたくさんあると思いますけど、緊急を要するものばかりではないかと思

うんです。その点どういうふうに予算の方へ反映されたかということ。要保護と
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か、準要保護の就学援助制度というのがあるんですけど、これの認定が合併によっ

てかなり変わってきておるわけです。地区によっては有利になったところもあれば

不利になった、そういう言い方は悪いかもわかりませんけど、プラスになった方は

いいんですけど、マイナスになった人がかなりおるんじゃないかというふうに思い

ます。これだいたい数字がつかめておればですね、これも発表いただいたらという

ふうに思います。以上です。 

○委員長（布施文子君） それでは一番の件についてご回答をお願いいたします。は

い、阿野部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 具体的にはどこの部分を言われておるのか皆がよく

理解できていないようなんで、その辺をもう一度お願いできますか。 

○委員長（布施文子君） はい、大中委員。 

○委員（大中 宏君） あの、１番に質問したのは社協に対するこれは人件費がほと

んどではないかと、その人件費、だいたいそうじゃないかと思うんですけど、そう

すれば何人分になるか、合併して社協も人数変わったと思いますので、そこのとこ

ろが知りたいわけです。それから水道光熱費はこれは全部について言えることで

す。これは個々の委員会に付属したことじゃなしに、総体的なことですけど、いわ

ゆる事務所の費用にしろ、何しろですね、全部公用車使っても、車の燃料代もそれ

こそ倍になるような状況ですから、これはここだけじゃないけど、私とすればここ

は教育民生費ですからその範囲内で結構ですけど、こういうふうなものを予算に反

映しておるかどうかとそれでやっていけるかどうか、そういう点でお尋ねをしたわ

けです。 

○委員長（布施文子君） はい、五嶋課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 大中委員の社会福祉協議会の運営費補助

金の内訳でございますが、人件費が何名かということがございました。人件費の方

につきましては人数については把握しておりませんが、人件費の総額が６，５１３

万７，０００円でございます。続きまして事業費が３５万、高齢相談事業が８４

万、食の自立相談の支援がこれが８０万円でございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 大中委員よろしゅうございますか。はい、福田課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） それでは２点目のゴミ及びし尿等の問題

につきましてのご質問にお答えいたしたいと思います。今ご指摘がございましたよ
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うにゴミの問題、し尿の問題、この取り扱いにつきましては先程の説明でも申し上

げましたようにカルストクリーンセンターでゴミ処理、衛生センターにおきまして

し尿処理を現在行っております。カルストクリーンセンターにつきましては平成９

年に工事を行いまして、１１年以降ゴミのＲＤＦとしての処理を行ってる状況で約

１０年間、それと衛生センターにつきましては、昭和６３年に工事を完了いたしま

して、６３年４月から稼働行っておりまして約２０年たっております。ご指摘のよ

うにし尿の処理施設につきましては、老朽管等の問題もございまして、今後の取り

扱いについて検討する必要があろうかというふうには考えております。しかしなが

ら今年度の予算において具体的な予算措置は行っておりません。といいますのも衛

生センターにつきましては旧組合のときに貯留槽を設置しておりまして、当面が増

えた場合の一時的な増量についての対応をするための貯留槽を設けて負荷のかから

ない操業を行うという形をとらさせていただいております。流入の衛生センターへ

持ち込まれます生し尿浄化槽汚泥、この量につきましては１７年度をピークにして

若干ではございますが、１８年度、１９年度と減少の傾向にございます。しかしな

がらし尿１に対して、浄化槽の汚泥が２という形で今後浄化槽の設置が増えること

で大幅な減少は見込まれない中、やはりセンターの老朽化も含めて今後どういった

取り扱いをしていくべきかということを課の内部では検討しておりまして、新年度

に向けてその辺の具体化を図っていけたらというふうに市長の方にもご相談申し上

げた上で、検討をする必要があろうかと考えております。ゴミの硬質プラスチック

の問題でございますが、合併協議の中でもご質問等ございました。現在旧美祢市に

つきましては先程も説明しました指定管理者によります最終処分場で操業しており

ますし、美東町さんについては最終処分場がございますが、秋芳町さんにつきまし

ては、一時保管施設という形でそれぞれ取扱いにつきましては旧一市二町住民がそ

れぞれの施設を利用するという形をとっております。そういった中でプラスチック

につきましては旧美祢市については埋め立て処分、現状では埋め立て処分です。美

東町と秋芳町につきましては萩の方の企業の方に焼却という形で処分委託をしてる

現状にございます。ゴミの減量化という面から考えますと旧美祢市の処分場につき

ましても２０１７年に計画が、満床となる７年後ということもございまして、減量

化も含めてこういったものを埋め立てにするのか焼却で処分費を払って処分してい

ただくかということについても、現在課内で検討を加えさせていただいておりま
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す。そういった中で現在先程もありました重油等の高騰も含めて、企業さんでそう

いったプラスチックを有効利用するというふうな手法も一部企業の中でありますの

で、そういった面も含めて有効利用が可能かという面も含めて現在検討させていた

だいてるという状況です。いろいろ申し上げましたが地球温暖化の協議会も立ち上

げますし、そういった中でこういった分別も含めた今後の取り組みについて具体的

なご意見を伺いながら次年度以降の予算に反映させていきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。それでは、はい、国舛局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） それでは大中委員さんのご質問にお答えしたいと

思います。まず学校施設の整備工事の要望がどのくらいあったかということでござ

いますが、小学校につきましては１１校から１２件の要望が出ておりました。その

中でだいたい約１，５００万前後ぐらいが、額が工事の要望になっております。そ

のうちで１，０８０万が今予算的には計上してございますので、まだ４００万程度

が不足をするわけでございますが、これにつきましては緊急度のあるものから順次

工事もやっていきたいというふうに思いますし、修繕料というのも組んでおりま

す。若干その辺でも対応できればというように考えておるところでございます。そ

してそれが小学校費でございます。中学校につきましては７校から７件の要望が出

ておるわけでございますが、これにつきましても６５０万の予算要求ということで

９２０万ぐらいの要求が出ておりましたので、３００万ぐらいの不足が生じるわけ

でございます。これにつきましても順次緊急度のあるものから優先順位をつけまし

てその辺の対応はしていきたいというように考えております。これも同じように中

でも修繕費である程度対応ができるものがあれば、その辺でも対応はしてまいりた

いというように考えております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） はい、田中課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 大中委員さんのご質問にお答えいたします。就

学援助費についてでございますが、旧一市二町の就学援助費の基準は共通ですべて

同じで基準で行っておりましたので現在変更はございません。一市二町とも同じ基

準で認定を行っておりました。それに伴いまして平成１９年度の児童生徒の認定数

でございますが、１９年度小学校は１５６児童の認定でございます。割合は１０．

４８、これは一市二町合わせたものでございます。１５６名で１０，４８％の認定
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でございます。本年度の小学校が５月末現在で１４２名、割合は９．７９９％ござ

います。約９．８％ございまして、今後、随時受付を行っておりますので認定数が

増えるものと思っております。中学校につきましては１９年度の認定数は８４名で

ございます。認定率は１０．５９％となっております。本年度の中学校は５月末現

在で７０名でございます。割合は９．０４４％でございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） はい、五嶋課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 先程の社会福祉協議会の人件費でござい

ますが、１４名でございます。美祢地区が６名、美東が４名、秋芳が４名でござい

ます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりましたが、よろしゅうございますか。そのほ

かご質問ありますか。まだ質疑がございますので、一応お昼になりましたから、こ

こで休憩をとりたいと思います。１時より開会をいたしたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。なお、ご質問がかなり多くなりますとご回答される方も大変

でございますので２、３項目にまとめてご質問していただきまして、何度質問され

てもよいというふうにお考えいただいたらと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

午前１１時５７分休憩 

 

午後 １時００分再開 

○委員長（布施文子君） それでは休憩前に続きまして平成２０年度美祢市一般会計

予算について審議を続行いたします。質疑はございませんか。はい、萬代委員。 

○委員（萬代泰生君） それでは質問を３点ほどさせていただこうと思うんですが、

まず１点目はですね、昨日、きょうのこれは毎日新聞に出ておりました小学校の

プールでの、プール事故の発生の件が報道されておるところでございます。特に

美祢市につきましては過去に市民プールでの幼い子供が命を失うという痛ましい

事件がございます。そういったことで学校が始まると同時に、市民プール等での

指導体制そういったものが十分に、校長関係者に指導はされておるとは思います

が、あえてその指導等の状況についてお尋ねしたいと思います。 

それからもう１点は、このプール事故に関してですけれども、やはりこういっ

た事故発生した時に直ちに必要なのがＡＥＤというものが必要なんじゃないかと
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思います。この新聞報道の中では市教育委員会、市内小学校への設置検討を求め

る通達が県から届いていたが、現時点で設置済みは清末小のみと、市立中学校に

はすべて設置しているという状況が報道されておりますが、これの設置状況がど

のようになっているのかそこらへんをお尋ねしたいと思います。 

それから２点目につきましては、学校給食のことについてちょっとお尋ねしま

すが、先程の説明の中では共同調理場が市内に８箇所、自校が４校というふうに

説明がございました。当然この運営方式につきましては市の経営じゃなくて各調

理場運営方式をとっておられると思いますけど、その中で特に私がお尋ねしたい

のは、正規調理員の体制のことをお尋ねしたいと思いますが、各調理場に何名の

正規職員を配置してその調理場を運営しておられるかということをお答えいただ

ければいいと思います。それと調理場に関しては燃料高騰によりまして給食費の

値上げが今後必要になってくるんじゃなかろうかと思いますが、その辺の見通し

についてお尋ねしたいと思います。 

それと３点目は児童クラブの運営事業についてですが、先程６箇所というふう

に言われましたが、この美祢市内、旧美祢市、秋芳町、美東町に児童クラブがど

のように設置されているのか、今後この児童クラブを更に広げていく考えがある

のかないのか、その点についてだけお答えいただけたらと思います。 

○委員長（布施文子君） はい、よろしくお願いいたします。プールの件につきまし

て、田中課長。 

○教委学校教育課長（田中円城君） 萬代委員さんの１点目の小学校のプールの事故

に伴う学校の指導体制についてのご質問にお答えを申し上げます。本日の下関の事

案を受けまして朝全ての学校の校長にですね、次の４件について指示をいたしまし

た。１件目は朝児童､生徒の健康管理をチェックすること。２件目、プールに入る

前に準備運動、準備体操をしっかり行うこと。３件目、教職員の指導体制、プール

に必ず入って指導する等ですね、また事故が起こった場合にその管理体制について

しっかりもう一度チェックすること。４件目、蘇生法等の講習会を各学校計画的に

実施をしております。今年度は保護者を中心にまたは次の年は教職員を中心にいう

ふうに蘇生法等の講習会を消防署と連携して行っておりますが、その講習会の計画

的実施を今一度チェックすること。という４件について指導したところでございま

す。起きてはならない事故でありますので、対岸の火事というように考えないで各
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学校とも対応等を再度見直すように指示をしたところでございます。以上でござい

ます。 

○委員長（布施文子君） 國舛局長。 

○教委事務局長（國舛八千雄君） ２点目の学校給食の調理場の現場の状況でござい

ますが、先程申し上げましたように共同調理場が８箇所、自校方式が４箇所あるわ

けでございます。それで今ですね、給食調理員で市の職員がおりますところが共同

調理場には全ております。自校方式にはですね、４校ありますうちの１校は臨時職

員で対応いたしております。各学校の様子でございますが、伊佐調理場につきまし

てはパートが４人ほどいらっしゃいます。そして厚保の調理場はパート職員が３

人、そして大嶺が６人、於福調理場が３人、豊田前の調理場が３人、大田の調理場

が４人、秋吉の調理場が４人、嘉万の調理場が６人ということで、ほかの赤郷、綾

木につきましては単独校で市の職員が対応しておりますが、鳳鳴小学校につきまし

ては臨時職員が２名で対応いたしております。淳美小学校は市の職員とパートが１

名という状況になっております。燃料費につきましては調理場はかなりガス、油等

がいるわけでございますが、極力控えていただくようにお願いをしております。当

時の実績で計算しておりますので、その辺からいいますと若干今後不足は来すかな

というように思っております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） はい、３点目の児童クラブにつきまして、五嶋課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 現在美祢市内におきましての児童クラブ

でございますが、現在旧美祢市に３箇所、これは吉則、伊佐、美祢幼稚園でござい

ます。それから旧秋芳町の方へ嘉万と秋吉の二つでございます。それから美東町が

美東児童クラブの一つの、現在六つでございます。それと今回於福の方から児童ク

ラブの申込みが出ておりますので、最終的には七つの児童クラブで実施をしていく

ような格好になってくるかと思います。児童クラブにつきましてはまた地元からの

要望があればその都度考えてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いしま

す。以上です。 

○委員（萬代泰生君） ありがとうございました。まず１点目につきましては今の管

理体制をきちっとしておられるという説明がありましたんでいいんですが、とにか

く子供たちの命が失われることのないように極力危機管理体制を強化していってい

ただきたいというふうに思います。それから２点目の学校給食についてですが、職
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員が旧美祢市の場合は正規職員が２人ずつ各調理場におりましたが、この度１名に

なったんで少し不安があるというふうな意見も聞いております。そういったことで

今後加重労働にならないように教育委員会としても配慮していって給食で事故が起

こらないようにしていただきたいというふうに思います。児童クラブのことにつき

ましては今後もそういった地域住民からの要望がありましたら対応を考えていただ

きたいということです。以上です。終わります。 

○委員長（布施文子君） ほかに質疑はございませんか。有道委員。 

○委員（有道典広君） 先程障害者の支援のことで精神薄弱という言葉ちょっと使い

まして、休憩の間にお勉強させていただきまして最近は知的障害者という言葉を使

うようにと勉強させていただきました。ここに謹んで訂正とお詫びを申し上げま

す。質問に入りますが、予算の関係で墓園の維持の関係が１００万ちょっと出てお

ります。ページ、１９９ページに出ておりますけど、今後も墓園が今募集の時に一

時金を払って権利を得ることになっておりますね。水道といろんな草刈りいろん

な、今見ておりますけれど、段々これが負担になってくるのではないかと、将来的

には会費とか維持費とかいうのをいただかないとやれなくなるのではないかなと思

っております。その辺の検討をちょっとお知らせいただければと、それと合併処理

槽ですか、これが今個人だけ補助金が出ておりますね。美祢市の場合、基本的には

水を綺麗にするとかいろんなことで取り組んでおるわけでございますけど、下水道

はすべて地域住民も法人であろうと個人であろうとやっております。できれば中小

企業の方も多いと思いますので、法人の方は検討の余地はないだろうかと、河川や

綺麗な水を作るという名目では法人も対象に、予算の少ない折大変でしょうがその

辺の考えはいかがでしょうかということをお願いします。それと三つ目ですが、予

算の話しでましたけどたくさんの設備がございます。今後のこれらに関する指定管

理者制度の導入は考えておられるのかどうかという３点でお願いします。よろしく

お願いします。 

○委員長（布施文子君） はい、１番の墓園について福田課長お願いします。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 有道委員さんのご質問３点につきまして

生活環境課の方から回答させていただきます。まず１点目の１９９ページの墓園の

維持管理の件でございます。予算書に計上しております墓園事業１４２万５千円で

ございますが、このうちの１００万円につきましては施設工事費１００万円という
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形で計上させていただいております。基本的には施設整備工事費１００万円を除い

た約４０万程度のものが通常の維持費でございます。今回整備費で１００万円あげ

ているのは何かということですが、これは美祢市の中央墓園につきまして地盤沈下

を起こしている箇所がございまして、そこの部分について昨年１３区画ほど移転を

させていただいております。それにつきましてその跡地について見た目もよろしゅ

うございませんので、若干の整備をさせていただいて周辺の墓園の所有者の方に不

快感を与えないような形で整備をするという目的で１００万円を計上させていただ

いておるという状況でございまして、今後の維持費のことですが、議員さんが言わ

れますとおり現在４９９区画ございまして、１９年度に３２区画の増設を行ってお

りまして、これの維持費ということについて非常に増額等の問題が起きてくるんじ

ゃないかという危惧があろうかと思いますが、現在管理委託につきましては地元周

辺の方に管理委託をお願いしてできるだけ少ない金額でご協力いただいているとい

う状況で行っているのが現状でございます。今後の維持管理につきましてはそこら

あたりを踏まえて今後検討させていただきたいというふうに思っております。 

２点目の合併浄化槽について企業関係について補助金がないのかということでご

ざいますが、現在の合併浄化槽の補助金につきましては建屋の面積等に基づきまし

て５人槽それと７人槽、それと二世帯等を含めた１０人槽という形の３つの補助制

度がございます。残念ながら県下で県外もそうですが、いわゆる企業関係に対する

補助金というのは国県を通じた併せ補助という形の制度はございません。言われま

すように環境の美化の観点からやはり企業さんについても合併浄化槽の推進を図っ

ていく必要があろうということで補助制度をということでご質問あったかと思いま

すが、先程も説明しましたように県国の制度がない中でやはり美祢市として単独で

そういった補助事業として取り扱うかどうかということは非常に財源も含めて難し

い問題ではございますので、今後担当部局も含めて検討させていただいた上でまた

ご相談をさせていただけたらと思っております。 

それと指定管理者についてですが、生活環境課だけでなくて市全般にわたること

ではあろうかと思いますが、生活環境課だけのことで言わせていただければ、旧美

祢市の方の施設につきましては積極的に指定管理者の導入を図って参りました。ま

だ実績として１年を経過してない部分もありますが、火葬場につきましては３年を

経過して施設も新しいということで利用者からその手の苦情というのがなく、むし
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ろ清潔感があり接客も非常にいいというような評判もありますので、できる限りそ

ういった形で指定管理者の導入を図っていくことを進めていけたらというふうには

考えております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） まだ社会教育課とかたくさん設備がありますが、この中で今

ご返事がなかったということは指定管理者制度、まだ導入を予定しとるとこは今の

とこはないということでしょうか。そういう解釈でよろしいでしょうか。 

○委員長（布施文子君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 有道委員のご質問でございますが、市全体のあらゆる施設に

関係してくる、これは市が持っている施設に限りますけれどね、言える事と思いま

す。私の方からお答えしましょう。基本的にですね、民間活力を使わさせていただ

くという時代のトレンドがあります。またこれは行政としても当然コスト面、たび

たび申し上げるけれども対費用効果という面で有益かどうか。それと併せて安全

性、それと併せてサービスですね、実際に市民の方を含めて使っていただく施設に

なってきますんで、その辺も含めて基本的にはそういうふうな３点を考えてですね

個別個別のケースで検討を要するだろうと思います。ですからこれはもうすぐしま

すよとか、これはそのまま公の施設のままで市が直営しますよということを今ここ

では申し上げられないけれども、今申し上げた基本的な３点を考慮しつつこれから

個別にまた検討していく必要があると思っています。というのが合併してまだ間も

ないですから、かつての一市二町で取り扱いがかなり変わっておりますのでその辺

も含めまして今後考えていきたいと思います。 

○委員長（布施文子君） はい、ありがとうございました。有道委員、よろしゅうご

ざいますか。そのほか質疑はございませんか。ないようでございますので先程から

質疑に引き続きましてご意見やご要望等も一緒にご発言のようでございますが、特

にこの件についてご意見というものがございましたらお願いします。 

  はい、河本副委員長。 

○副委員長（河本芳久君） 質疑ではないけど要望的なこと。やはり市長も１市２町

の垣根を早く取り払って市民としての一体感を作りだしたいと、当然なことですが

それに関わって成人式はこちらの方で一括して運営して新成人を祝っていこうと、

敬老の日これは各地区社協なり公民館それぞれの対応が一市二町で異なっていた
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と、住民もいろいろ関わって敬老の日を高齢者をお祝いするという行事がそれぞれ

スムースに運営ができる状況にこれからしていただかなくちゃなりませんが、かな

り一箇所に秋芳町の場合には集められてこれに係る経費とか人の対応大変で、今こ

れはそれぞれ委託ということになればその辺はどうなるんだろうか住民としても今

後どうなるんだろうか、併せて体育的な行事もそれぞれ公民館単位に、公民館祭り

とかそれぞれのスポーツの集いをやっておられる。また秋芳町の場合だったら町民

体育祭とかこれが今度は１本で８００万円の委託料で体育祭をやると、文化祭につ

いてもやはりそういった形が今後どう運営されるか、そういうそれぞれの持ち味の

良さ、また問題点もありましょうが一体感の醸成を培うためには市民一体となって

の参加、地域の特性を生かした活動として地域スポーツの振興ということになると

ある程度小さい単位の活動、そのあたりの運営の中で一例として地域スポーツの振

興の中で、今一会場で運営するとありましたが、従来の公民館や地域ごとこういっ

たものはどうなっていくんだろうか、今いろいろ例をあげましたが、どうされるか

ちょっと聞きたいんですが。 

○委員長（布施文子君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 一番最初に成人式のことと老人クラブのことを申されました

けどね、成人クラブというのは各地区ないですよ。ですね、それぞれの地区で成人

クラブがあってそれでもって成人の日を祝っておったということじゃなしに、行政

が主導して成人の日をお祝いを申し上げておったということです。ですから今回合

併をしましてこれを一箇所で成人の日をやるというのはもちろん一体感の醸成にも

寄与しますし、経費の面を考えても適正かなというふうに考えています。ただ老人

クラブのことを申されましたけど、敬老の日ですね、これはやはりその地区地区の

老人クラブがあります。由緒来歴伝統のある老人クラブがそれぞれ存在してますの

でこれをまた一箇所でやるか、また分散してやるかということはですね、こらから

やはりそれぞれの地区の老人クラブの方々ともご協議しないといけない。ですから

一箇所でやることによってその地区が持っちょったいろいろな特性を失っていくと

いうことによってその地域が持っておる地域性の崩壊につながってもいけませんか

ら、やはりこれは慎重を要するだろうというふうに思っております。ですから対費

用効果、それからその地域の伝統、それと一体感の醸成と併せてやはり考慮するべ

きだと思ってます。このことはほかのあらゆることに言えると思います。ですから



－43－ 

先程の今の有道委員のご質問にもありました、まだ合併して間もないですからその

辺のこと十分考慮してやろうと思ってます。それと地域のですねこれから地域審議

会を立ち上げますから、それぞれの地域のご要望なりご意見をですね十分に汲み取

ってその上で総合的な判断を私の方でさせていただきたいというふうに考えてま

す。もちろんこれは議会の方ともいろいろご協議を申し上げるようになろうとは思

いますけど、そういうことでございます。 

○委員長（布施文子君） 河本副委員長さん、これでよろしゅうございますか。 

○副委員長（河本芳久君） 市長の方から基本的な姿勢がありましたのでそれについ

て異論はございませんが、やはり一本化することによってのメリット、デメリット

また住民の願いいろいろございましょうが、要するに地域の振興地域ごとの住民の

願いもございますので、その辺を一つ十分配慮しながら効果的な運営も考えながら

今後の行政運営して欲しいとこういうことを要望しておきます。 

○委員長（布施文子君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） 最後のその他の時にちょっと言おうかなと思いましたけど、

ご要望がと言われましたので最後に残っておった質問をちょっと今。 

  ごみ袋の件でございますけど、小さい方のごみ袋がなくなったということを非常

に多くの方から聞いてまいりました。特に独居老人の方なんかは抱えられないとい

うのとですね、一週間分の、例えばごみがたまって臭いがくさいとかそういうとこ

があって現在の大きいごみ袋は苦労している。どうしても小さなごみ袋を再度発行

して欲しいという要望が多く来ております。その件につきましてお答えをできれば

お願いしたいと思いますが。 

○委員長（布施文子君） はい、福田課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 有道委員さんのご質問でございますが、

合併前の状況を申しますと、旧美祢市で今言われたのはたぶん可燃のごみ袋いわゆ

る燃えるごみのごみ袋だろうと思います。美祢市につきましては可燃の大、これが

３０リッター、可燃の小が２０リッターでございました。旧美東町さんにつきまし

ては可燃の大が５０リッター、可燃の小が２０リッター、秋芳町さんについては可

燃が３０リッターという形でそれぞれ異なったごみ袋で対応しておった状況の中で

合併の協議の中で審議した結果、可燃の大については５０リッター、小については

３０リッターで対応するということで、２０リッターについては当面利用率も少な
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かったという関係もございましたので、それと秋芳町さんについてはないと、それ

と美東さんについては５０リッターが通常化しておった関係もありまして、是非こ

れは続けていただきたいという地元要望がありましたもので、一応新市におきまし

て５０と３０という形の２種類のごみ袋で対応を減量審議会も含めてご意見を伺っ

た上で新市においてそういった対応を取ってまいりました。議員さんご指摘のとお

り私どもの課の方にも２０リッターを是非もう一度復活させていただきたいという

お話のお電話が複数届いております。現状独居老人の方、こういう時代でございま

して一人暮らしの方が多くて特に生ゴミがごみ袋として出す場合に非常に量が少な

いということで是非２０リッターをというご意見を複数いただいております。しか

しながら条例改正も含めて対応しなくてはいけないという部分と、どうしても制度

が変わった関係上今まであったものがなくなったということで慣れてない部分も正

直あるのかなということで、当面できればこれになじんでいただきたいという気持

ちもございましたが、そういったご意見も含めて条例改正も含めてですね、上層部

の方と検討させていただいた上でできるだけ市民の皆さんが困らない方向にもって

いけたらというふうに担当としては考えております。 

○委員長（布施文子君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） ありがとうございました。条例改正までいるとはちょっと夢

にも思っていませんでしたが、早急にご検討、実施という格好でひとつよろしくお

願いします。ありがとうございました。 

○委員長（布施文子君） そのほかのご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

それでは本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２号平成２０年度美祢市国民健康保険事業特別会計予算を審査いた

します。執行部より、特に説明が必要と思われることがありましたらご説明をいた

だきたいと思います。はい、山根課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） それでは議案第２号の国民健康保険事業特別

会計予算についてご説明をいたします。平成２０年度の予算編成にあたりまして後
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期高齢者医療制度の創設とほかにもたくさん医療制度が改正されております。それ

を基に予算編成を行っておりますので、まず制度改正の内容からまず簡単に概略を

説明させていただきます。パンフレットの「平成２０年度変わります国保と老人保

健」、お手元にお配りしてると思いますがご覧いただきたいと思います。開いてい

ただきましと平成２０年４月からこのように変わりますということ書いてありま

す。左側からいきますと教育就学前の子供の自己負担割合が２割になりますという

ことで、これまでは３歳未満でございましたけど４月からは義務教育就学前までが

２割になるということでございます。次の療養病床入院時の食事住居費負担の対象

年齢が６５歳以上となります。これまでは７０歳以上でございましたが４月からは

６５歳以上ということに変わりました。その下の退職者医療制度対象年齢が６５歳

未満になりますということで、これまでは７５歳未満まで加入できておりましたけ

ど、４月からは６５歳未満になったということでございます。右側の方にいきます

と高額医療、高額介護合算制度が創設されます。これは国保等の医療と介護保険の

年間の支払い額を合算しまして一定額以上になる方についてそれを払い戻すという

制度でございまして、ただ２１年の７月までを計算するということで特に今年度に

ついてはこれは予算は計上しておりません。その下にですね４０歳以上７５歳未満

の人を対象に特定検診特定保険指導が始まりますということで皆さんご承知と思い

ますが、この４月からいわゆるメタボ健診という制度が始まりまして国保でもこの

事業を実施することになっております。その下に６５歳以上の人の保険料の年金天

引きが始まります。すでに４月から美祢市ではおこなっておりますが、国保被保険

者の全員が６５歳以上７５歳未満の世帯の方で国保と介護保険をあわせて２分の１

を超えない場合または年金額が１８万未満の場合は天引きは実施されませんけど、

それ以外の方は年金で天引きされるということになっております。下側の方に２１

年４月からこのように変わりますというのはこれは来年からでございますけど、７

０歳以上７５歳未満の人の自己負担割合が２割になります。その右側に７０歳以上

７５歳未満の人の自己負担限度額が引き上げられます。高額療養費の基準が一部変

わるということでございます。最後のページには後期高齢者の制度の概要が出てお

りますけど、またこれはご覧になっていただきたいと思います。このような制度改

正がありましてこれまでの予算とはずいぶん変わったことになっておりますので、

以上の内容を踏まえまして平成２０年度の予算を編成しております。予算額は３０
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億３，２９０万９，０００円となっております。最初に歳出の方について説明をさ

せていただきます。 

予算書の３６２ページをお開きください。最初に総務費でございます。国保事業

運営上の人件費事務費を計上しておりまして、総務費が３６５ページまでございま

すけど、計７，５４４万７，０００円となっております。経常経費以外のものとい

たしましては３６３ページの下から６行目に電算システムの導入委託料６８２万

５，０００円を計上しております。これは後期高齢者医療制度の創設に伴いまして

国保加入者の保険税が急に増えることのないようシステム構築をするものでござい

ます。法に基づくものでございます。 

次に３６４ページをお開きください。保険給付費でございます。これは保険給付

に要する経費を計上しております。療養諸費が１９億６２２万８，０００円、高額

療養費２億３，２０８万５，０００円、移送費２０万８，０００円、出産育児諸費

８４０万円、葬祭諸費３４０万円、計２１億５，０３２万１，０００円を計上して

おります。次に３７０ページをお開きください。下側の方ですが後期高齢者支援金

等でございます。平成２０年４月から平成２１年２月までの１１箇月分の後期高齢

者医療に係る支援金及び事務費計２億６，５３５万９，０００円を計上しておりま

して社会保険診療報酬支払基金に支払うものでございます。 

次に３７２ページをお開きください。前期高齢者納付金等です。これについても

平成２０年４月から平成２１年２月までの１１箇月分の前期高齢者に係る納付金及

び事務費計６５万円で同じく支払基金に支払うものでございます。 

次に老人保健拠出金でございます。これは国保老人に係る平成２０年３月分の医

療費事務費及び２年前の平成１７年度分の精算額合計しまして、８,４４９万４，

０００円で同じく支払基金に支払うものでございます。 

次に３７４ページでございます。介護納付金です。これは介護２号被保険者に係

る支払基金の納付金１億１,４７６万３，０００円で同じく支払基金に支払うもの

でございます。 

次に共同事業拠出金です。予算額は２億７，８３７万円で、このうち高額医療費

共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金は高額な医療費が発生すること

により国保財政の安定が損なわれることを防止するため県内の国保保険者が拠出金

を出し合い交付金を得るという再保険事業でございます。 
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次に保健事業費です。３７６ページをお開きください。このうち特定健康診査等

事業費は今年度から始まりました特定健診、保健指導に要する事業費でございま

す。保健事業費は健康教室に係る事業費、生活習慣病健診及びはり・きゅうの自己

負担の助成が主なものでございます。予算額は３，７００万６，０００円となって

おります。 

次に３７８ページです。基金積立金です。予算額は２３３万３，０００円でちな

みに平成１９年度末現在の基金残高は約６億３，０００万円となっております。 

次に諸支出金です。過年度分の保険税還付金及び国庫等の償還金計１７７万１，

０００円を計上しております。 

次に３８０ページです。予備費でございますが、歳入の総額から予備費を除いた

歳出総額を差し引いた２，２３９万５，０００円を計上しております。 

それでは歳入の方にまいります。３５０ページにお戻りください。国民健康保険

税でございます。一般被保険者分４億９，１６１万１，０００円、退職被保険者分

５，１４７万３，０００円、計５億４，３０８万４，０００円となっています。保

険税率等につきましては合併協議により決定された保険税率で計算をしておりま

す。次に３５２ページをお開きください。使用料及び手数料でございます。納税証

明等の証明手数料及び督促手数料、計２３万３，０００円計上しております。次に

国庫支出金です。一般被保険者の医療費に係る療養給付費負担金や財政調整交付金

また本年度から始まりました特定検診に係る国庫負担金等、計６億１，９３２万円

を計上しております。次に３５４ページをお開きください。療養給付費等交付金は

退職者医療に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金です。２億４，７５１万

円を計上しております。次に前期高齢者交付金でございますが、これは支払基金か

らのもので８億６，４１９万４，０００円を計上しております。これは前期高齢者

の制度に基づき実施されるもので、全国の６５歳から７４歳の方の医療費を国保や

健康保険等の各保険者で調整を行うものです。前期高齢者の加入率が高い保険者に

は交付金が支出されまして、低い保険者には納付金を支出するということで調整が

行われるものでございます。国保については交付金が入ってくるということになっ

ております。次に県支出金でございます。一般被保険者に係る財政調整交付金また

今年度から始まりました特定検診に係る負担金等、計１億１，１９５万円を計上し

ております。次に３５６ページをお開きください。共同事業交付金は歳出で説明し
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ました共同事業拠出金と同額の２億７，８３６万８，０００円を計上しておりま

す。次に財産収入でございますが、これも歳出で説明しました基金積立金と同額の

２３３万３，０００円を計上しております。 

次に繰入金でございますが、一般会計からの繰入金でございます。国・県が示す

制度基準内の繰入金２億３５６万１，０００円を計上しております。次に３５８ペ

ージをお開きください。繰越金でございますが、平成１９年度の決算見込みによる

剰余金１億６，１７９万６，０００円を計上しています。続きまして諸収入でござ

いますが、保険税の延滞金、交通事故等に伴う第三者納付金、医療費の返納金等、

計５６万円を計上しております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。大中委員。 

○委員（大中 宏君） ３５１ページに、いつも問題になるのが、滞納分なんですけ

ど、それぞれかなり厳しい数字が上がっております。合併してからですから金額が

ピンとこないんですけど、この中で相当難しい分もあるんじゃないかと思いますけ

どその中身がわかれば教えていただきたいのですけど。 

○委員長（布施文子君） はい、山根課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） 今ここに計上しております滞納繰越分でござ

いますが、ちょっとこの中身まで資料を持っておりませんので何なんですが、１市

２町の合計した滞納繰越分ということでこの金額を計上しております。これから滞

納整理についてはこれから十分やっていきたいと思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○委員長（布施文子君） 大中委員よろしゅうございますか。後日調査をして調べて

資料の提出をお願いいたします。他にご質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それではこれより議案第２号平成２０年度美祢市国民健康

保険事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 
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○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第５号平成２０年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計予算を審査いた

します。執行部より、特に説明が必要と思われることがありましたらご説明をお願

いいたします。五嶋課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは議案第５号平成２０年度美祢市

住宅資金貸付事業特別会計予算の説明をさせていただきたいと思います。 

  予算書の４３７ページになります。それではまず歳出の方から説明をさせていた

だきたいと思います。４４４ページ、４４５ページをお開きいただきたいと思いま

す。歳出でございますが、住宅資金貸付費といたしまして、１３万３，０００円計

上しております。これは主に事務費でございます。続きまして、公債費といたしま

して元金、利子合わせまして５７４万４，０００円の計上でございます。これは郵

政省への償還金となっております。それから前年度繰上充用金でございますが、

３，２７０万２，０００円の計上でございます。 

  続きまして歳入の方の説明をさせていただきます。４４２、４４３ページをお開

きいただきたいと思います。県支出金の県補助金でございますが、住宅資金補助金

として９万９，０００円、それから繰入金といたしまして一般会計繰入金が１９５

万８，０００円、諸収入といたしまして貸付金元利収入が３，６５２万２，０００

円でございます。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、萬代委員。 

○委員（萬代泰生君） この前年度繰上充用金３，２７０万２，０００円あるんです

が、これは何年から何年までのものがこの額になって、対象者が何人おられるの

か、今把握できなければ後日で結構です。 

○委員長（布施文子君） はい、五嶋課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 年度におきましては昭和５９年度からで

ございます。現在７名でございます。それプラス秋芳町分が２人ございますので、

最終的には９名ということになります。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。はい、萬代委員。 

○委員（萬代泰生君） 今後のこともずーと続いて行くんだろうと思うんですけれど
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もやはり毎年いくらかずつ約束事ということはされておられますよね。（発言する

ものあり）わかりました。ひとつよろしく。だんだんと膨らむことのないように、

できるだけ努力をお願いしたいと思います。 

○委員長（布施文子君） ご回答いりますか。はい、五嶋課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） なるべく本人と面会いたしまして、なる

べく滞納金が少なくなるように努力していきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○委員長（布施文子君） そのほか質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それでは、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それではこれより議案第５号平成２０年度美祢市住宅資金

貸付事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第６号平成２０年度美祢市老人保健医療事業特別会計予算を審査いた

します。執行部より、特に説明が必要と思われることがありましたらご説明をお願

いいたします。はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） それでは議案第６号平成２０年度美祢市

老人保健医療事業特別会計予算についてご説明をいたします。 

  まず歳出をご説明いたします。予算に関する説明書４５６ページをお開きくださ

い。老人保健医療事業につきましては平成２０年４月から後期高齢者医療制度に移

行いたしましたので本年度におきましては平成２０年３月診療分及び月遅れ請求分

の医療費を医療給付費として７億９，９２３万３，０００円、医療費支給費１，６

９９万円、これは補装具等、現金給付に関わる医療費でございます。審査支払手数

料いたしまして、２６３万２，０００円、合わせまして８億１，８８５万５，００

０円を計上しております。次に諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金として４

６１万６，０００円です。これは平成１９年度老人医療費県負担金精算返還金及び
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支払基金交付金精算返還金です。次に前年度繰上充用金６，４９４万６，０００円

です。これは平成１９年度において老人医療給付費負担金概算交付額が実績額に満

たなかったため歳入不足となりましたので、前年度の繰上充用処理に伴う支出とな

ります。続きまして歳入をご説明いたします。４５２ページにお戻りください。 

  支払基金交付金、国庫支出金につきましてはそれぞれ負担すべき医療費負担金及

び平成１９年度精算によります追加交付金を含みまして予算を計上しております。

県支出金、繰入金につきましては県及び市が負担すべき医療費負担金を計上してお

ります。それでは４３ページにお戻りください。以上の結果、第１条のとおり歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億８，８４１万７，０００円と定めるもので

あります。以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それではこれより議案第６号平成２０年度美祢市老人保健

医療事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第８号平成２０年度美祢市介護保険事業特別会計予算を審査いたしま

す。執行部より、特に説明が必要と思われることがありましたらご説明をいただき

たいと思いますが、説明はございますか。はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） それでは議案第８号平成２０年度美祢市

介護保険事業特別会計予算についてご説明をいたします。まず歳出をご説明いたし

ます。説明書の４９０ページをお開きください。総務費・総務管理費・一般管理費

につきましては介護保険事業運営上の統括的経常経費を計上しておりまして一般職

員５名の人件費として３，５８７万２，０００円、一般管理経費として９９５万

９，０００円を計上しております。うち主な経費として電算運用支援委託料４３３
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万８，０００円を計上しております。これは平成２０年４月制度改正に伴うシステ

ム改修経費です。内容につきましては後期高齢者医療制度の創設に伴います受給者

対象の整備、介護報酬の改定に伴うものとなっております。次に連合会負担金、国

保連合会負担金としまして２４万９，０００円を計上しております。次に徴収費・

賦課徴収費１４０万５，０００円を計上しております。郵券代等が主な経費となり

ます。４９２ページをお開きください。介護認定審査会費として９６９万２，００

０円を計上しております。委員報酬が主なものです。美祢地域で毎週、美東地域及

び秋芳地域では各週で開催をしております。認定調査等費として１，７６７万３，

０００円を計上しております。現在認定調査員臨時職員でありますが、５人体制で

調査業務を対応しております。賃金及び主治医意見書等の手数料が主なものです。

４９４ページをお開きください。計画策定委員会費４２７万４，０００円を計上し

ております。本年度は、今年度は第４期介護保険事業計画の策定の年に当たります

ので、その計画書の業務委託料が主なものとなります。次に保険給付費・介護サー

ビス等諸費です。これは要介護１から５の方へのサービスとなります。１番の居宅

介護サービス給付費から１０番の特例居宅介護サービス計画給付費まで合わせまし

て介護サービス等諸費として２０億３９４万８，０００円を計上しております。次

に介護予防サービス等諸費としてこれは要支援１・２の方へのサービスとなります

が、１番の介護予防サービス給付費から８番の特例介護予防サービス計画給付費ま

で合わせまして、全体といたしまして２億１８万６，０００円を計上しておりま

す。次にその他諸費・審査支払手数料は３５８万円となります。これは国保連合会

への審査支払経費となります。次に高額介護サービス費ですが、これは１割の自己

負担がある一定額を超えたときにその超えた分が払い戻され負担が軽くなる制度で

す。高額介護サービス費、それから高額介護予防サービス費といたしまして全体

で、３，８７５万７，０００円となります。次に特定入所者介護サービス費です。

有料老人ホームやケアハウス等特定な施設の入所者に対するサービス費です。特定

入所者介護サービス費１番から４番の特例特定入所者介護予防サービス費まで合わ

せまして１億１，２０８万７，０００円となります。次に財政安定化基金拠出金と

して２５３万６，０００円、これは給付の予想を上回る伸びや保険料未納による保

険財政不足に備えるため県に設置されました財政安定基金対する負担金です。次に

地域支援事業費・介護予防事業費です。これは要支援、要介護状態となることを予
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防するとともに要介護状態となった場合にも可能な限り地域において自立した日常

生活を営むことができるよう軽減や悪化防止のためのサービスの提供です。介護予

防特定高齢者施策事業費として２，１８７万２，０００円です。この特定高齢者と

は日々の生活に支援や介護が必要となる恐れがある方をいいます。介護特定高齢者

施策事業の業務委託料ですが、１，４３５万円につきましては、本年度特定検診や

健康診査が実施されますが、それと同時に支援や介護が必要となる恐れのある方に

対して生活機能評価を受診していただくことになりまして、医療機関への委託料と

なります。次に介護予防一般高齢者施策事業費として６８７万１，０００円です。

５０８ページをお開きください。この全体では２，８７４万３，０００円となりま

す。 

  次に包括支援事業・任意事業費です。これは地域包括支援センター実施する事業

となります。介護予防ケアマネジメント事業費１，０２０万８,０００円、総合相

談事業費２９万円、権利擁護事業２５万円、包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業費３，７００万４，０００円、このうち一般職員人件費につきましては４名分

２，３５０万６，０００円を計上しております。５１０ページをお開きください。

ケアマネジメント支援事業負担金につきましては美東地域包括支援センターの人件

費相当分となります。次に任意事業２，４３９万円つきましては主なものとして配

食サービス事業委託料２，２００万円となります。次に基金積立金です。介護給付

費準備基金積立金として準備基金の利息分１０万８，０００円を計上しておりま

す。５１２ページをお開きください。公債費・財政安定化基金償還金として１，０

８９万４，０００円を計上しております。これは平成１６年度、平成１７年度にお

いて財政安定化基金から借り入れました借入金に対する償還金で本年度で償還が完

了します。最後に予備費といたしまして２，７６５万９，０００円を計上しており

ます。 

続きまして歳入をご説明いたします。４８２ページにお戻りください。保険料・

介護保険料ですが、第１号被保険者保険料は現年度分特別徴収保険料として４億

１，８４９万１，０００円、現年度分普通徴収保険料に３，６３９万円、滞納繰越

分普通徴収保険料として１，０００円、合わせて４億５，４８８万２，０００円を

計上しております。次に分担金及び負担金は地域支援事業負担金として１，１６３

万２，０００円となります。これは利用者の負担金となります。次に４８４ページ
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をお開きください。国庫支出金、支払基金交付金、県支出金につきましてはそれぞ

れ負担割合に応じました予算を計上しております。４８６ページをお開きくださ

い。最後に繰入金ですが、これは一般会計繰入金について市が負担すべき割合の介

護給付費繰入金２億９，４８９万７，０００円、これは事業費の１２．５％、地域

支援事業繰入金これは介護予防事業分ですが、３３９万３，０００円、これも事業

費の１２．５％、地域支援事業繰入金、包括的支援事業・任意事業分ですが、５，

０７８万９，０００円、これは事業費の２０.２５％を計上しております。その他

一般会計繰入金といたしまして職員給与費及び事務費に相当する７，９０８万６，

０００円、合わせまして４億２，８１６万５，０００円を計上しております。それ

では５５ページにお戻りください。以上の結果、第１条のとおり歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２５億７，９８１万５，０００円と定めるものであります。

以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、大中委員。 

○委員（大中 宏君） 配食サービス事業の委託料というのがあるんですけど、この

中身ちょと、配食ていろいろあるんですけど、中身がどういうふうになっているの

か、人数がだいたいどれくらいかわかれば教えてください。 

○委員長（布施文子君） 山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 配食サービスにつきましては１食１，０

００円ということで、配食サービスを行っております。これは独居の老人の方と

か、食事が作れない方とか、そういう方に対してサービスを行っております。一応

負担金といたしましては、一応１，０００円で提供いたしまして、利用者の負担金

は６９０円という形になって、これは食材費と調理費を合わせたものを負担してい

ただくということになっております。非課税世帯の方に対しては負担の軽減も行っ

ておりますので本人の年金等が８０万円を超える方については４５０円の負担、８

０万円以下の方については、また老齢福祉年金を受給されている方、生活保護の方

については３５０円の負担で事業を行っております。年間約２万２，０００人分の

予算を計上しております。（発言する者あり）はい、延べ人数です。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。他に質問、質疑はございません

か。はい、萬代委員。 
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○委員（萬代泰生君） 今のことに関連してですけれども、事業者は何社あるんです

か。 

○委員長（布施文子君） はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） ６社にお願いをしております。（発言す

る者あり）美祢地域が４社、美東町・秋芳町で１社ずつということです。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。そのほか質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ないようでしたら、ご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それではこれより議案第８号平成２０年度美祢市介護保険

事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。時間も経過いたしましたので、ここで２時２５分まで休憩をとりたい

と思います。お疲れ様でございます。 

午後 ２時１０分休憩 

 

    午後 ２時２５分再開 

○委員長（布施文子君） それでは審査を続行いたします。 

議案第1０号平成２０年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計予算を審査いたし

ます。執行部より特に説明が必要と思われることがありましたらご説明をお願いい

たします。山根課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） 特に説明、てわけにはいけませんので、ちょ

っとあの説明をさせていただきます。予算書の５５０ページをお開きいただきたい

と思います。まず、歳出について説明をいたします。先程の一般会計でも説明をい

たしましたが、ここではそれに一般会計以外のですね。窓口事務及び保険料の徴収

に係る人件費事務費を計上しております。最初に総務費でございますが、一般管理

費が７２０万円でございます。これは職員の人件費事務費等でございまして、その
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中に電算システム導入委託料２６２万５，０００円というのがございますが、これ

は後期高齢者医療の被保険者になる直前に被用者保険の被扶養者であった方につい

て１０月以後の納期から保険料を徴収するためシステム開始を行うものでございま

す。次の徴収費でございますが、これは保険料徴収に要する事務費１１２万円を計

上しております。次に後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、これは広域

連合への支払うものでございまして、事務費等負担金、保険基盤安定負担金それと

後期高齢者医療保険料、その他納付金、基本的に歳入で入ったそのまま歳出で出す

というトンネル予算というふうになっております。続きまして、５５２ページです

が予備費でございます。これは予備費１０万円を計上しております。続きまして歳

入でございますが、５４６ページをお開きください。最初に後期高齢者医療保険料

でございますが、年金からの特別徴収保険料３億１，０３７万８，０００円、それ

とそれ以外の普通徴収保険料の３，１３４万２，０００円を計上しております。こ

の数値につきましては、広域連合が作成したものでございます。次に使用料及び手

数料ですが、納付証明手数料、督促手数料で計１万１，０００円を計上しておりま

す。次の繰入金でございますが、先程一般会計予算の中で説明しました一般会計か

らの繰入金１億４８９万５，０００円でございます。諸収入ですが、延滞金及び臨

時職員の雇用保険料、本人負担分計１万１，０００円計上しております。以上でご

ざいます。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。何かと問題を抱えている予算でござ

いますが、ご質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

それではこれより議案第１０号平成２０年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計

予算を採決いたします。本案について、原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第２０号美祢市社会教育委員設置条例の制定についてを審査いたしま
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す。執行部より説明を求めます。杉原課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） それでは説明いたします。議案第２０号美祢市

社会教育委員設置条例の制定についてであります。これは、市民の社会教育活動

を振興・充実するために、社会教育の課題等に関する協議や研究・調査をし、教

育委員会に意見具申や答申を行うための社会教育委員を設置するもので、社会教

育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第１項の規定に基づき、本条例を制

定するものであります。以上です。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ご意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それでは、これから議案第２０号美祢市社会教育委員設

置条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

次に、議案第２１号美祢市青少年問題協議会条例の制定についてを審査いたしま

す。執行部より説明を求めます。杉原課長。 

○教委社会教育課長（杉原功一君） 説明いたします。議案第２１号美祢市青少年問

題協議会条例の制定についてであります。これは、青少年の指導、育成、保護、

矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な重要事項を調査審議するととも

に、その施策の適切な実施に必要な、関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整

を図ることを目的とした青少年問題協議会の設置に関するもので、地方青少年問

題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第１条の規定に基づき、本条例を制定す

るものであります。以上であります。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ご意見はございませんか。 



－58－ 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それではこれより議案第２１号美祢市青少年問題協議会

条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

次に、議案第２２号美祢市高齢者保健福祉推進会議条例の制定についてを審査い

たします。執行部より説明を求めます。山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 議案第２２号美祢市高齢者保健福祉推進

会議条例の制定についてご説明をいたします。議案書２２ページの１をお開きくだ

さい。これは介護保険制度の円滑な運営、老人福祉計画及び介護保険事業計画の策

定並びに計画の推進を図るため、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により美

祢市高齢者保険福祉推進会議を設置することについて、新たに本条例を制定するも

のです。推進会議は、委員１８名以内とし、任期は３年としております。また、必

要に応じて部会を設置することができることとしております。なお、この条例は平

成２０年７月１日から施行するものであります。以上で説明を終わります。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。大中委員。 

○委員（大中 宏君） 美東町で、でね。かつていわゆる４番の介護保険第１号被保

険者代表というのがありますいねえ、これでですねえ、実際委員に出られてさっぱ

りわからんて言われます。これが実情だと思います。私たちもこんないろいろくる

くる制度も変わるし、非常にわかりにくいんですけど、これの選考を、非常に難し

いと思うんですけど、どうしても制度で出さんにゃいけんようになっちょるんでし

ょうけど、そこをなんとかいい方法はないものかお尋ねいたします。 

○委員長（布施文子君） はい、山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） はい、あの第３条の組織のところで、

一応介護保険第１号被保険者の代表ということで、協議会に推進会議の方に委員と

して、市長が委嘱することとなっております。この委員につきましては、やはり被

保険者の代表ということで、６５歳以上の方から選ぶというかたちをとりたいと考
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えております。また、人選につきましては、旧美祢市、旧秋芳町、旧美東町の中で

また人選をしていきたい、総合支所等の意見も聞きながら人選していきたいと思っ

ております。 

○委員長（布施文子君） 阿野部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） この第１号被保険者代表というのは一応これを入れ

るように、強い指導が入っています。以前入れんかったらかなり叱られましてです

ね。もうこれを入れざるを得ないと。もう一つは、できればこれは公募したいとい

う考えは持っております。もし、公募がなければ人選というところで入りますけれ

ど、基本的には公募をかけたいと思っております。以上であります。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。そのほか質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それでは議案第２２号美祢市高齢者保険福祉推進会議条

例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

次に議案第２３号美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついてを審査いたします。執行部より説明を求めます。山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 議案第２３号美祢市老人憩いの家の設

置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明をいたします。２３ページの１

をお開きください。老人憩いの家の管理につきましては、旧美祢市において、行政

改革の一環として、廃止及び民間譲渡を検討して参りましたが、このたび、利用者

の少ない於福老人憩いの家の廃止について、同施設を月１回程度利用されている１

団体と協議が整いまして、代替施設として、於福公民館を利用していただくことで

同意が得られましたので、於福老人憩いの家を廃止することについて、所要の改正

を行うものであります。この条例は平成２０年７月１日から施行するものです。以
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上で説明を終わります。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。質疑はございませんか。はい、徳並

委員。 

○委員（徳並伍朗君） 廃止をされるということですけど、結局建物は更地にされる

のか、それとも残しておくのか、どのようにされるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（布施文子君） 阿野部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） お答えいたします。現在の於福老人憩いの家をご

存知の方もあろうかと思いますけれども、昔の共同浴場の２階部分の休憩室という

かたちで利用しておりました。かなり老朽化が激しくなっておりますし、２階部分

ですので高齢者は非常に使いにくいということもありましたので、今回廃止という

ことにさせていただきました。跡地につきましては、まだ具体的に相談はしており

ませんけれども、あの撤去するにいたしましても、かなりの費用がかかろうと思い

ます。これについては、これから上層部とまた財政課とも相談しながら、検討させ

ていただきたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。そのほか質疑はございません

か。萬代議員。 

○委員(萬代泰生君) この施設に関する於福老人憩いの家ではなくて、私は関連して

厚保老人憩いの家のことでちょっとお尋ねしたいんですが、厚保老人憩いの家に

は、入浴施設が付いております。その使用料が１回５０円になっておるわけです

が、厚保老人憩いの家、現在の利用者数がわかりますかいね。 

○委員長（布施文子君） 山田課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） はい、１９年度の実績になりますが、

７８２名ということで月平均にいたしますと、６５．２人ということです。これ

は、入浴される方のみで施設につきましては東西地区の囲碁クラブが、約月に３、

４回利用されているということでございます。 

○委員長（布施文子君） よろしゅうございますか。萬代議員。 

○委員（萬代泰生君） いいです。あと意見がございます。 

○委員長（布施文子君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それでは、意見をお願いします。萬代委員。 
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○委員（萬代泰生君） 厚保老人憩いの家のことに関連してなんですが、この施設の

看板が県道上に敷設がしてあります。これの看板の字がもう薄れてわからなくなっ

ております。特に市長が言われるように、今後美祢市も観光事業に力を入れて外か

らの人を入れたいとゆう考え方を表明されました。そういった状況がございますの

で、たとえば西厚保インターチェンジから、観光バスが降りてきた時に、しょっぱ

な目にあたるのがこの大きな看板ですが、厚保老人憩いの家付設として温泉浴場と

ゆう字が消えてほとんどわからない状態になってます。やはり美祢市の姿勢、外か

ら入った場合に看板の字が薄れて、看板の掛替えもしてないとゆう状況になってま

いりますと、やはり外からの人への印象も悪いと思います。字を挿入するのにそれ

ほど経費はかからないと思いますから、やはりインターチェンジの近くの看板とこ

のことだけじゃなくて、やはり市内全域についてですね、市外のお客さんを誘導す

るような看板については、できるだけ早くチェックをしていただいて、きちんとし

た表示をしていただきたいということがお願いでございます。以上です。 

○委員長（布施文子君） 他にご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それではこれより議案第２３号美祢市老人憩いの家の設置

及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可

決されました。 

次に議案第２４号美祢市健康づくり推進協議会条例の制定についてを審査いたし

ます。執行部より説明を求めます。佐伯課長。 

○市民福祉部健康増進課長（佐伯由美子君） 議案第２４号美祢市健康づくり推進協

議会条例の制定についてご説明申し上げます。２４ページをお開きください。これ

は市民の生涯を通じた健康づくり対策を推進するために、医師会、歯科医師会、宇

部健康福祉センター等、関係機関及び関係団体、学識経験者等で構成された健康づ

くり推進協議会を設置し、小児から高齢者に至るまでの健康診査、健康教育、健康

相談等、健康づくりのための方策等を総合的に審議し、市民の健康増進を図ること

を目的としております。目的として本条例を制定するものであります。以上ご審議
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の程よろしくお願いいたします。 

○委員長（布施文子君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） それでは、これより議案第２４号美祢市健康づくり推進協

議会条例の制定についてを採決いたします。 

本案について原案どおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決さ

れました。 

以上で本委員会に付託された１１件につきまして、審査を終了いたしました。そ

のほか委員の皆様から何かございましたら、ご発言をお願いいたします。はい、徳

並委員。 

○委員（徳並伍朗君） 先程休憩の時に少し話が出ておったようですけれど、このた

びの教育民生委員会、最初だということで、即、机上審査に入ったわけですけれど

その中でお互いの意思、昔の一市二町の状況が分らないからということもありまし

たので、できる限り次から時間をとっていただいて、現地の視察なり学校も３０近

くあるわけでありますので、いっぺんにということはできませんが、おいおいと現

地視察等もやっていただいて、お互いが、まあいわば、市長さんが言われるように

垣根を取り除いて、安心、安全のこの、子どもからお年寄りまでですね、このこと

について、我々は主に審査するわけでありますので、それをやっていったらという

お願いでございますから、よろしくお願いいたします。 

○委員長（布施文子君） 今のお願いにつきまして、また執行部よりご検討いただき

まして、実現の方向に向けて検討していただきますよう、お願いいたします。その

他ございませんか。有道委員。 

○委員（有道典広君） あの、初日に質問のとき申しましたが、その時に早速、いろ

いろな方からお電話いただいて、「もっときっちり言ってくれ。」と言われたこと

がございます。特に老人の方のことですけれど、説明がですね、あの例えば老人の
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保険、後期高齢者、特にこの保険のことでしたが、説明何度聞いてもわからない

と。市役所でもですね、皆さんもようわからない所半分あるのではないかと私も思

っています。私もさっぱりわかりません、正直言いまして。しかし、国が決めたこ

とですから、何とかやり繰りしていると思うんでしょうけど、いろんな老人の方が

市役所に来られて、とにかくわかりやすく、私がわかっていても、相手にはわかっ

てないということが相当あるそうです。大変苦労するとは思いますが、サービス業

の一環として我慢してですね、わかり易く、優しく説明してあげて欲しいと多くの

方が言われました。まあ、皆さんそういうことで、前回も頑張ってくださいと言い

ましたけど、そういう方向で熱意を持ってやっていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○委員長（布施文子君） これは回答はいりませんか。お願いでございますね。よろ

しくお願いしたいと思います。 

その他ございませんか。よろしゅうございますか。他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（布施文子君） ないようでございましたら、これにて本委員会を閉会いた

します。大変長時間にわたりまして、ご審議、ご協力誠にありがとうございまし

た。大変お疲れ様でございました。これにて閉会いたします。 

    午後２時５０分閉会 
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